
（平成２３年１１月１６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 22 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 21 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 40 件

国民年金関係 23 件

厚生年金関係 17 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 6307 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年１月から同年３月まで 

             ② 平成７年２月から８年３月まで 

             ③ 平成９年４月から同年 10月まで 

    私が昭和 52 年３月に転職した会社は、厚生年金保険の適用事業所ではな

かったので、元雇用主が、その頃に、私の国民年金の加入手続を行ってく

れたはずである。 

    その後、会社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 55 年３月までの

間は、給料から国民年金保険料を天引きされていた記憶があるので、元雇

用主が、私の保険料を納付してくれたはずである。 

    また、私は、平成７年１月に会社を退職した後に、厚生年金保険から国

民年金への切替手続を行った記憶は無いが、毎月、自宅に送られてきた納

付書により銀行又は郵便局で申立期間②の国民年金保険料を納付していた。 

    申立期間③の前後の期間の国民年金保険料については、母親が、遡って

まとめて納付してくれているので、申立期間③の保険料についても、母親

が、遡ってまとめて納付してくれたはずである。 

    申立期間①、②及び③の国民年金保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、昭和 52 年３月頃に、その元雇用主が、

申立人の国民年金の加入手続を行い、申立人の国民年金保険料を納付して

くれたはずであると主張しているところ、申立期間①直前の 53 年４月から

同年 12 月までの期間及び申立期間①直後の 54 年４月から同年６月までの



 

  

期間の保険料は、現年度納付されていることが、申立人の特殊台帳により

確認できる上、申立期間①の前後を通じて、申立人の住所や仕事に変更は

無く、生活状況に大きな変化は認められないことから、途中の３か月と短

期間である申立期間①の保険料が未納とされているのは不自然である。 

 

  ２ 一方、申立期間②について、申立人は、平成７年１月に会社を退職した

後に、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行った記憶は無いが、毎

月、自宅に送られてきた納付書により銀行又は郵便局で国民年金保険料を

納付していたと主張しているが、ⅰ）申立人の同年同月の国民年金の被保

険者資格取得の記録は、９年３月に追加されていることが、オンライン記

録により確認できること、ⅱ）申立期間②直前の７年１月の保険料は、９

年２月に納付されていることが、申立人が所持する領収証書により確認で

きることから、申立人の厚生年金保険から国民年金への切替手続は、同年

同月頃に行われたものと推認でき、それまでは、申立期間②は国民年金の

未加入期間で、保険料を納付することができない期間であったものと考え

られる。 

    また、申立人は、口頭意見陳述において、平成７年１月に会社を退職し

た後に、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行っていないにもかか

わらず、納付書が送られてきたのは、社会保険事務所（当時）が、職権に

より申立人の厚生年金保険から国民年金への切替手続を行ったからである

と主張しているが、その当時、社会保険事務所では、厚生年金保険の被保

険者の住所地を把握していなかったことから、申立人が勤務していた会社

を管轄する社会保険事務所から申立人が居住する市を管轄する社会保険事

務所に対して、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を喪失したことを伝

えていたとは考え難く、申立人の厚生年金保険から国民年金への切替手続

が、職権により行われていたと推認することはできない。 

    さらに、申立期間③について、申立人は、その母親が、申立期間③の前

後の期間の国民年金保険料を遡ってまとめて納付してくれているので、申

立期間③の保険料についても、その母親が、遡ってまとめて納付してくれ

たはずであると主張しているが、申立人自身は、申立期間③の保険料の納

付に直接関与しておらず、申立人の保険料を納付していたとするその母親

は、保険料の納付時期や納付金額についての記憶が定かではないことから、

申立期間③の保険料の納付状況は不明である。 

    加えて、申立期間③は、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間であ

り、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られ

ていたことから、当該期間の記録管理が適切に行われていなかった可能性

は低い。 

    その上、申立期間②及び③の国民年金保険料を納付していたことを示す



 

  

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7242 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 55 年 11 月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を 19 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

    私は、Ｂ社関連の事業所で、昭和 42 年３月から平成 23 年３月まで継

続して勤務したが、出向先のＡ社からＢ社に復職する際の昭和 55 年 10

月の厚生年金保険の被保険者記録が欠落している。 

    調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された復職人事記録及び雇用保険の記録から判断すると、

申立人が同社関連の事業所に継続して勤務し（昭和 55 年 11 月１日に、Ａ

社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

55 年９月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、19 万円とす

ることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているが、事業主が申立人の厚生年金保険被保

険者資格喪失日を昭和 55 年 11 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保

険事務所（当時）がこれを同年 10 月 31 日と誤って記録することは考え難

いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行って



                      

  

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7243 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 26 万円に訂正することが必

要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年 10 月１日から 15 年１月 21 日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録では、Ａ社に勤務していた被保険者期間

のうち、平成 13 年９月までは標準報酬月額が 26 万円であったが、申立

期間については 22 万円に下がっている。退職するまで給与が下がった

ことは無かったので、調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、申立人がＡ社で厚

生年金保険被保険者資格を取得した平成 13 年６月から同年９月までは 26

万円とされていたところ、申立期間は 22 万円と記録されている。 

   しかしながら、申立人は、Ａ社での給与が下がったことは無いと主張し

ているところ、同社の社会保険担当役員は、「申立期間の厚生年金保険料

の控除について確認できる資料は無いものの、申立人の給与を減給するよ

うなことはしていないことから、支給した給与に見合う額で保険料を控除

した。」と回答している。 

   また、申立人の取引銀行が提出した預金取引明細表から、申立期間にお

ける給与は減給されていないことが確認できる。 

   さらに、年金記録確認Ｂ地方第三者委員会の決定に基づき既にあっせん



                      

  

されたＡ社に係る複数の同僚の給与明細書に記載された保険料控除額は、

いずれも当該同僚の報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料額となっていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、その主張

する標準報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主が実際の給与より低い報酬月額を届け出たことを認めてい

ることから、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人が主張する標

準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7244 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店

における資格取得日に係る記録を昭和 34 年４月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を１万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２  申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年４月１日から同年５月 11 日まで 

    私は、昭和 34 年４月１日にＡ社に入社したにもかからず、厚生年金

保険被保険者の資格取得日が同 34 年５月 11 日となっているため、被

保険者期間に１か月欠落が生じている。調査の上、資格取得日を同年

４月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された人事記録及びＤ厚生年金基金の記録により、申立人

は、昭和 34 年４月１日からＡ社に継続して勤務していたことが認められ

る。 

   また、Ｂ社は、「申立期間当時、入社した学卒者については、４月の入

社後に１か月程度の集合研修があり、研修終了後の５月上旬に配属先の各

支店において厚生年金保険の被保険者資格を取得する届出を行っていた。

資格取得日は、入社日で行うことが実務上の慣例となっていた。」と回答

しており、オンライン記録から、申立人が同期に入社したとして挙げた同

僚３名は、申立人の同社の支店において、昭和 34 年４月１日に被保険者

資格を取得していることが確認できる。 

   さらに、Ｂ社は、「当時の給与計算業務は、本店において全支店分を一

括して行っていた。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険



                      

  

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店に

おける昭和 34 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000

円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対し行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7245 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年 12 月９日は 49 万

円、18 年７月 14 日は 45 万円、同年 12 月８日は 47 万 8,000 円、19 年 12

月 14 日は 48 万 5,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月９日 

             ② 平成 18 年７月 14 日 

             ③ 平成 18 年 12 月８日 

             ④ 平成 19 年 12 月 14 日 

    私は、昭和 62 年９月１日から平成 20 年３月 25 日までの期間におい

て、Ａ事業所に勤務していたが、同事業所に現在も勤務している元同僚

から賞与に係る厚生年金保険の記録が漏れているという連絡をもらった

ので調べたところ、申立期間①から④までに支給された賞与について、

賞与明細書では厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず、厚生

年金保険の記録が無い。申立期間の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する賞与明細書により、申立人は、申立期間①から④まで

において、平成 17 年 12 月９日は 49 万円、18 年７月 14 日は 45 万円、同

年 12 月８日は 47 万 8,000 円、19 年 12 月 14 日は 48 万 5,000 円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと



                      

  

が認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に

対して提出しておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、

納付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に

係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7246 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 34 年４月１日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年３月５日から同年４月１日まで 

    父は、Ａ社関連の事業所で昭和 21 年４月から 53 年８月まで継続して

勤務していたが、厚生年金保険の記録によると、同社本社から同社Ｃ支

店に転勤した際の 34 年３月が厚生年金保険の被保険者期間となってい

ない。 

    調査の上、申立期間の被保険者記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の長男が、死亡した申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された申立人の在籍人事記録から判断すると、申立人がＡ

社に継続して勤務し（昭和 34 年４月１日に、同社本社から同社Ｃ支店に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

34 年２月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万 8,000

円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



                      

  

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7247 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 45 年７月 20 日に、資格喪失日に係る記録を同年 10 月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、同年７月及び同年８月は５万

2,000 円、同年９月は５万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年７月 20 日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和 45 年１月にＢ社に入社後、同社Ｃ事業所でＤ職として勤

務していたが、同年７月に同社Ｃ事業所が分離独立してＡ社となった後

は、同社で同年９月末日まで勤務した。しかし、厚生年金保険の記録に

よると、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていないので、

調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された昭和 45 年７月から同年９月までの給料支払明細

書及び事業主の回答から、申立人が申立期間においてＡ社に勤務し、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

確認できる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は

決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

   したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記の給料支払明細



                      

  

書の保険料控除額から、昭和 45 年７月及び同年８月は５万 2,000 円、同

年９月は５万 6,000 円とすることが妥当である。 

   一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は、昭和 45 年

10 月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事

業所とはなっていない。 

   しかしながら、商業登記簿謄本によると、同社は、昭和 45 年７月 20 日

に法人格を有しており、事業主は、申立期間の従業員数は５名であったと

回答していることから、Ａ社は、申立期間において、当時の厚生年金保険

法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

   なお、事業主は、申立人の申立期間において厚生年金保険の適用事業所

の要件を満たしていながら、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っ

ていなかったことを認めていることから、申立人の申立期間に係る厚生年

金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7248（事案 4338 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 23 年９月１日に厚生年金保険被保険者資格を

取得し、26 年４月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったことが認められることから、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録訂正をすることが必要

である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 23 年９月から同年 11

月までは 2,700 円、同年 12 月から 24 年４月までは 4,200 円、同年５月か

ら 25 年３月までは 4,000 円、同年４月から 26 年３月までは 4,500 円とす

ることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年９月１日から 26 年４月１日まで 

    私はＡ社、Ｂ社及びＣ社に継続して勤務していたが、厚生年金保険の

被保険者記録が無かったので記録の訂正を求めた結果、Ｂ社及びＣ社に

勤務していた期間の記録訂正は認められなかった。Ｄ社から、私が勤務

した事業所は厚生年金保険の適用事業所として存在したと推測できる旨

の回答を得たので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の勤務に係る詳細な記憶、勤務辞令、Ｅ社の人事経歴書及びＦ社

の人事経歴書から、申立人が申立期間にＢ社及びＣ社に継続して勤務して

いたことは認められる。 

   しかし、オンライン記録により、Ｂ社及びＣ社は申立期間において、厚

生年金保険の適用事業所になっていないことが確認できる上、Ｂ社及びＣ

社に勤務していた同僚の所在が確認できず、申立人の当時の勤務実態につ

いて証言を得ることができないことから、記録の訂正が認められないとし

て、既に当委員会の決定に基づく平成 22 年 11 月４日付け年金記録の訂正



                      

  

は必要でないとする通知が行われている。 

   しかしながら、今回、申立人は、Ｄ社から、申立人が勤務していたＢ社

は厚生年金保険の適用事業所であったと推測できる旨の回答を受けたとし

て再申立てを行っていることから、申立人と同一の生年月日で類似の氏名

を検索したところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿、厚生

年金保険被保険者記号番号払出簿及び厚生年金保険被保険者台帳（旧台

帳）において、申立人と生年月日が同一で、同姓かつ名前の文字の並びが

逆になっている者が昭和 23 年９月１日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得し、26 年４月１日に同資格を喪失している基礎年金番号に未統合の

被保険者記録が確認できる。 

   また、上記被保険者名簿及び被保険者台帳（旧台帳）において、申立人

が記憶する同僚の名前が確認できる。 

   さらに、上記被保険者名簿において、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所

となった日（昭和 23 年９月１日）から適用事業所でなくなった日（26 年

４月１日）までの期間において、申立人と同姓で、生年月日が同一の者は

ほかに見当たらないことから、当該被保険者記録は申立人の記録であると

認められる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 23 年９月１日

に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、26 年４月１日に同資格を喪失

した旨の届出を社会保険事務所に対して行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人の上記被保険者名簿

の記録から、昭和 23 年９月から同年 11 月までは 2,700 円、同年 12 月か

ら 24 年４月までは 4,200 円、同年５月から 25 年３月までは 4,000 円、同

年４月から 26 年３月までは 4,500 円とすることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7249 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日は、昭和 21 年 12 月 31 日であ

ると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間に係る標準報酬月額については、１万円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年２月１日から同年 12 月 31 日まで 

    私の夫は、昭和 11 年にＡ社Ｂ工場に入社し、17 年６月から厚生年金

保険に加入した。その後、同年 11 月 27 日に陸軍に召集され、21 年 12

月に復員した。召集されていた間も、Ａ社Ｂ工場での厚生年金保険の被

保険者記録があるが、復員前の同年２月１日に資格喪失となっているの

はおかしい。申立期間についても厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人については、Ｃ県福祉部保健局の発行する軍歴確認書から、昭和

17 年 11 月 27 日に陸軍に召集され、21 年 12 月 31 日に召集解除となった

ことが確認できるが、オンライン記録によると、申立人は 17 年６月１日

に被保険者資格を取得し、21 年２月１日に同資格を喪失している。 

   しかしながら、Ａ社から提出された人事記録から、申立期間は兵役休職

期間であり、申立人は、申立期間においても、同社に在籍していたことが

確認できる。 

   また、当時の厚生年金保険法第 59 条の２では、昭和 19 年 10 月１日か

ら 22 年５月２日までに被保険者が陸海軍に徴集又は召集された期間につ

いては、その厚生年金保険料を被保険者及び事業主共に全額を免除し、被



                      

  

保険者期間として算入する旨規定されている。 

   したがって、申立人が陸軍に召集されていた期間については、仮に被保

険者としての届出が行われておらず、厚生年金保険法第 75 条の規定によ

り時効によって消滅した保険料に係る期間であっても、年金額の計算の基

礎となる被保険者期間とすべきであるものと考えられる。 

   以上のことから、申立人の資格喪失日は、軍歴確認書の召集解除日であ

る昭和 21 年 12 月 31 日に訂正することが必要である。 

   また、申立期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船

員保険法の一部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規

定に準じ、１万円とすることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7250 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が主張する昭和 45 年 10 月 12 日に厚生年金保険被保

険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったこと

が認められることから、申立人の申立期間における厚生年金保険被保険者

資格の取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、３万 9,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年 10 月 12 日から同年 11 月 12 日まで 

    私は、昭和 45 年４月１日にＡ社に入社し、50 年 12 月 20 日まで継続

して勤務していたが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落して

いる。 

    申立期間は、Ａ社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動し、同社Ｃ工場におい

て実習を行っていた時期である。調査の上、申立期間の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された労働者名簿、Ｄ厚生年金基金掛金情報及び雇用保険

の記録から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務（昭和 45 年 10 月

12 日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）していたことが認められる。 

   また、Ａ社から提出されたＤ厚生年金基金加入員資格喪失届及び同資格

取得届によると、申立人は、昭和 45 年 10 月 12 日に同社Ｂ工場で同基金

加入員資格を喪失し、同日に同社Ｃ工場で同資格を取得した記載があり、

同社及びＥ企業年金基金は、「申立期間当時、社会保険に係る届出は複写

式の届出用紙を使用しており、厚生年金保険、厚生年金基金及び健康保険

組合への届出は一体であった。」と回答していることから、同社では、厚

生年金基金に提出したものと同一のものを社会保険事務所に届け出ていた

ものと考えられる。 



                      

  

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 45 年 10 月 12

日に被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対して行ったこ

とが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場におけ

る昭和 45 年 11 月の社会保険事務所の記録から、３万 9,000 円とすること

が妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7251 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 60 年 11 月１日から 61 年９月１日までの期間に

ついて、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期

間の標準報酬月額に係る記録を 30 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年９月１日から 61 年 10 月１日まで 

    ねんきん定期便を確認したところ、Ａ社に勤務していた期間のうち、

申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、当時の給与月額に比べ

て、著しく低額であることが判明した。 

    調査の上、申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除し

ていたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間のうち、昭和 60 年 11 月から 61 年２月までの標

準報酬月額については、申立人から提出されたＡ社の 60 年 12 月分から

61 年３月分まで（厚生年金保険料は翌月控除）の給与支払明細書に記載

されている報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、30 万円とすること

が必要である。 



                      

  

   また、申立期間のうち、昭和 61 年３月から同年８月までの標準報酬月

額については、申立人から提出された当該期間に係る預金通帳に記載さ

れている給与支給額において推認できる厚生年金保険料額から、30 万円

とすることが必要である。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間のうち、昭和 61 年３月から同

年８月までについて、申立人は、その主張する標準報酬月額（30 万円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 60 年９月及び同年 10 月の標準報酬月額

については、申立人から提出された給与支払明細書に記載されている厚

生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額（10 万 4,000 円）が、オンラ

イン記録により確認できる標準報酬月額と一致していること、また、61

年９月の標準報酬月額は、申立人から提出された預金通帳に記載されて

いる給与支給額において推認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準

報酬月額（６万 8,000 円）が、オンライン記録により確認できる標準報

酬月額より低額であることから、特例法による保険給付の対象に当たら

ないため、あっせんは行わない。 

   なお、申立期間のうち、昭和 60 年 11 月から 61 年８月までに係る厚生

年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業所は既に解

散しており、事業主からは回答が得られず、Ａ社の給与計算を受託して

いたＢ会計事務所は、「当時の資料は保管していない。」と回答してお

り、このほかに、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当

時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7252 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、別添の標準報酬月額

（別添一覧表参照）に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年７月１日から 60 年１月１日まで 

    日本年金機構から「厚生年金加入記録のお知らせ」を受け取ったが、

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、給料支払

明細書に記載されている報酬額より低く記録されている。記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間のうち、給与支払明細書がある期間の標準報酬月

額については、給与支払明細書において確認できる報酬月額又は保険料控

除額から、別添の標準報酬月額（別添一覧表参照）に訂正することが必要

である。 

   また、給与支払明細書が無い昭和 50 年３月、同年５月、51 年５月、同

年６月、同年８月、52 年４月、同年５月及び 57 年９月については、上記

給与支払明細書のうち、その前後の期間の給料支払明細書の保険料控除額

から、別添の標準報酬月額（別添一覧表参照）に訂正することが必要であ



                      

  

る。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ａ社の事業主は当時の資料が無く不明としているが、給与支払明

細書において確認若しくは推認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う

標準報酬月額と社会保険事務所（当時）で記録されている標準報酬月額が

長期にわたり一致していないことから、事業主は、給与支払明細書で確認

若しくは推認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



                      

  

別添 

期 間 標準報酬月額 

昭和 48 年７月 ６万 4,000 円 

昭和 48 年８月及び同年９月 ７万 2,000 円 

昭和 48 年 10 月 ６万 8,000 円 

昭和 48 年 11 月から 49 年２月まで ７万 2,000 円 

昭和 49 年３月から同年８月まで ８万 6,000 円 

昭和 49 年９月から 50 年３月まで ９万 2,000 円 

昭和 50 年４月から同年８月まで 10 万 4,000 円 

昭和 50 年９月及び同年 10 月 11 万円 

昭和 50 年 11 月及び同年 12 月 11 万 8,000 円 

昭和 51 年１月 11 万円 

昭和 51 年２月 12 万 6,000 円 

昭和 51 年３月 14 万 2,000 円 

昭和 51 年４月から同年８月まで 13 万 4,000 円 

昭和 51 年９月 12 万 6,000 円 

昭和 51 年 10 月及び同年 11 月 11 万 8,000 円 

昭和 51 年 12 月 12 万 6,000 円 

昭和 52 年１月 11 万 8,000 円 

昭和 52 年２月 12 万 6,000 円 

昭和 52 年３月から同年５月まで 13 万 4,000 円 

昭和 52 年６月 16 万円 

昭和 52 年７月 15 万円 

昭和 52 年８月から同年 11 月まで 16 万円 

昭和 52 年 12 月 17 万円 

昭和 53 年１月 16 万円 

昭和 53 年２月 18 万円 

昭和 53 年３月から同年５月まで 17 万円 

昭和 53 年６月及び同年７月 18 万円 



                      

  

昭和 53 年８月及び同年９月 17 万円 

昭和 53 年 10 月 19 万円 

昭和 53 年 11 月から 54 年８月まで 18 万円 

昭和 54 年９月及び同年 10 月 19 万円 

昭和 54 年 11 月 20 万円 

昭和 54 年 12 月から 55 年５月まで 19 万円 

昭和 55 年６月 18 万円 

昭和 55 年７月 20 万円 

昭和 55 年８月 19 万円 

昭和 55 年９月 20 万円 

昭和 55 年 10 月 19 万円 

昭和 55 年 11 月 20 万円 

昭和 55 年 12 月から 56 年２月まで 22 万円 

昭和 56 年３月 20 万円 

昭和 56 年４月から同年９月まで 22 万円 

昭和 56 年 10 月 24 万円 

昭和 56 年 11 月 22 万円 

昭和 56 年 12 月から 57 年５月まで 24 万円 

昭和 57 年６月から同年９月まで 22 万円 

昭和 57 年 10 月及び同年 11 月 24 万円 

昭和 57 年 12 月 26 万円 

昭和 58 年１月から同年８月まで 24 万円 

昭和 58 年９月から 59 年３月まで 26 万円 

昭和 59 年４月から同年８月まで 28 万円 

昭和 59 年９月から同年 12 月まで 30 万円 

 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7253 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成５年１月１日から６年 10 月１日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の標

準報酬月額の記録を 14 万 2,000 円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から 13 年３月 21 日まで 

    私は、平成４年４月１日から 13 年３月 20 日まで、Ａ社において、正

社員として勤務し、Ｂ職の仕事をしていた。 

    申立期間当時の給与明細書は無いが、入社から退社まで 20 万円程度

の給与を支給されていたにもかかわらず、ねんきん定期便では、明らか

に給与額に見合う標準報酬月額とはなっていないので、調査の上、厚生

年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成５年１月１日から６年 10 月１日までの期間につ

いて、オンライン記録では、当初、申立人の標準報酬月額は、当該期間の

うち、５年１月から６年３月までは 14 万 2,000 円と記録されていたとこ

ろ、同年４月 26 日付けで、遡って８万円に引き下げられていることが確

認できる上、申立人のほかに 70 名以上の被保険者についても、同様の標

準報酬月額の減額訂正処理が行われている。 

   また、滞納処分票により、当該期間において、Ａ社が厚生年金保険料を

滞納していたことが確認できる。 

   これらの事実を総合的に判断すると、平成６年４月 26 日付けで行われ

た遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が標準

報酬月額の減額訂正処理を行う合理的な理由も無いことから、有効な記録

の訂正があったとは認められない。 

   このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の平成



                      

  

５年１月から６年９月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に

当初届け出た 14 万 2,000 円に訂正することが必要と認められる。 

   なお、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成６年

10 月１日）で、申立人の標準報酬月額は９万 2,000 円と記録されている

ところ、当該処理については遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせ

る事情が見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言えな

い。 

   申立期間のうち、平成４年４月１日から５年１月１日までの期間及び６

年 10 月１日から 13 年３月 21 日までの期間について、オンライン記録に

よると、当該期間に係る標準報酬月額は、申立人の主張する給与支給額に

基づく標準報酬月額と比較して低い額に記録されている。 

   しかし、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除

について確認できる資料が無いことから、当該期間においてＡ社に係る厚

生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚が所持する給与明細書

を当委員会で検証したところ、いずれも、オンライン記録における標準報

酬月額を超える給与支給額であるものの、源泉控除された厚生年金保険料

額に見合う標準報酬月額はオンライン記録の標準報酬月額と一致している

ことが確認できる。 

   このほか、当該期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除をうかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7254 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額を、平成３年２月から４年９月までは 20 万円、同年 10 月及び同年

11 月は 22 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年２月１日から４年 12 月１日まで 

    申立期間の標準報酬月額が、退職した後に減額訂正されていることが

判明した。私は、Ｂ職として勤務し、当該訂正処理には一切関与してい

ないので、調査の上、厚生年金保険の記録を訂正前の記録に戻してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、平成２年 10 月から４年９月までは 20 万円、同年 10 月及び同年 11 月

は 22 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなった日（平成４年 12 月 30 日）より後の５年３月３日付けで、

３年２月１日に遡って 17 万円に減額訂正の処理がされていることが確認

できる。 

   また、オンライン記録によると、Ａ社において厚生年金保険被保険者記

録がある複数の被保険者についても、申立人と同様、平成５年３月３日付

けで標準報酬月額の記録が遡って減額訂正の処理がされていることが確認

できる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理

を行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な

記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成３年２月から４

年９月までは 20 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 22 万円に訂正すること

が必要である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7255 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額を 26 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月 21 日から同年 12 月 30 日まで 

    申立期間の標準報酬月額が、退職した後に減額訂正されていることが

判明した。私は、Ｂ職として勤務し、当該訂正処理には一切関与してい

ないので、調査の上、厚生年金保険の記録を訂正前の記録に戻してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、26 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなった日（平成４年 12 月 30 日）より後の５年３月３日付け

で、資格取得時に遡って 20 万円に減額訂正の処理がされていることが確

認できる。 

   また、オンライン記録によると、Ａ社において厚生年金保険被保険者記

録がある複数の被保険者についても、申立人と同様、平成５年３月３日付

けで標準報酬月額の記録が遡って減額訂正の処理がされていることが確認

できる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理

を行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な

記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、26 万円に訂正する

ことが必要である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7256 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額を、昭和 51 年 10 月から 52 年６月までは 17 万円、同年７月から同

年９月までは 19 万円に訂正することが必要である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年 10 月１日から 52 年 10 月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、Ｂ厚生

年金基金の記録と相違しているので、厚生年金保険の標準報酬月額の記

録を訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、Ａ社における申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、16 万円となっている。 

   しかし、Ｂ厚生年金基金及びＣ健康保険組合が保管する申立人の被保険

者記録において、申立期間における標準報酬月額は、昭和 51 年 10 月から

52 年６月までは 17 万円、同年７月から同年９月までは 19 万円であるこ

とが確認できる。 

   また、Ｂ厚生年金基金の事務担当者は、「当時の届出用紙の様式は不明

である。」と述べているが、Ｃ健康保険組合の事務担当者は、「申立期間

当時の届出用紙は、厚生年金保険、厚生年金基金及び健康保険組合の複写

式であった。」と供述していることから、Ａ社は、厚生年金基金及び健康

保険組合に提出したものと同一のものを社会保険事務所に届け出ていたも

のと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主が社会保険事務所に届け出た標準

報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額は、申立人の申立期間におけるＢ厚生年

金基金及びＣ健康保険組合の記録から、昭和 51 年 10 月から 52 年６月ま

では 17 万円、同年７月から同年９月までは 19 万円に訂正することが必要

である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7257 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、申立期間のＡ社における標準賞与額に係る記録を、平成 17 年 12 月

12 日は 36 万円、18 年７月 10 日は 31 万 6,000 円、同年 12 月 11 日は 36

万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月 12 日 

             ② 平成 18 年７月 10 日 

             ③ 平成 18 年 12 月 11 日 

    厚生年金保険の記録では、申立期間①から③までに支給された賞与の

記録が無い。しかし、賞与明細書によると、当該賞与は支給されており、

厚生年金保険料が控除されていることが確認できるので、調査の上、記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している賞与明細書から、申立人は、申立期間①から③ま

でにおいて、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書の賞与額及び保険

料控除額から、申立期間①は 36 万円、申立期間②は 31 万 6,000 円、申立

期間③は 36 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ａ社は不明と回答しており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



                      

  

業主が、給与明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う賞与額の

届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを

確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認

められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7258 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の取得日に係る記録を昭和 39 年 12 月 15 日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を、２万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 12 月 15 日から 40 年１月１日まで 

    私は、昭和 39 年４月１日から平成 11 年１月 31 日までの期間におい

て、Ａ社に勤務していた。同社Ｂ事業所へ異動となった申立期間が厚生

年金保険の被保険者期間となっていないので、申立期間を被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する人事記録から判断すると、申立人は同社に継続して勤務

し（同社Ｃ事業所から同社本社Ｂ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、Ａ社が保管する人事記録に、「昭和 39 年 12 月 14 日 本社Ｂ事

業所」と記載されていることから、同社における厚生年金保険被保険者資

格の取得日に係る記録を同年 12 月 15 日とすることが必要である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

40 年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 2,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主による申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、Ａ社が保管する健康保険

厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書には、資格

取得日が昭和 40 年１月１日となっていることから、事業主が資格取得日



                      

  

を同日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 39 年 12

月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7259 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

の標準報酬月額を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年７月１日から６年 11 月８日まで 

    厚生年金保険の記録によると、Ａ社に勤務していた申立期間の標準報

酬月額が減額されており、実際に給与から控除されていた保険料に見合

う標準報酬月額と相違している。調査の上、申立期間の標準報酬月額の

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、平成４年７月から６年７月まで 53 万円と記録されていた

ところ、同年８月４日付けで８万円に減額訂正処理され、その後、同年

10 月の定時決定の記録も 53 万円から８万円に同年 11 月１日付けで減額

訂正処理されていることが確認できる上、申立人のほかに、15 名の被保

険者についても、同様の標準報酬月額の減額訂正処理が行われている。 

   また、Ａ社の複数の元従業員から、「申立期間当時の同社の経営状態は、

経営不振のため、資金繰りが苦しく、多額の負債を抱え込んでいた様子で

あり、当時、給与の遅配及び分割支給が発生していた。」との証言を得て

いる。 

   さらに、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は取締役であったこと

が確認できるが、社会保険事務所の標準報酬月額の訂正処理日においては、

既に取締役を辞任しており、同社の複数の同僚も、「社会保険関係の決定

者は社長の奥さんであった。申立人はＢ部長であり、社会保険事務には一

切関与していなかった。」と証言していることから、申立人が、当該標準

報酬月額の減額訂正処理に関与していたとは考え難い。 



                      

  

   これらを総合的に判断すると、平成６年８月４日付け及び同年 11 月１

日付けで行われた訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事

務所が標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由も無いことから、有効

な記録の訂正があったとは認められない。 

   このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の申立

期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53

万円に訂正することが必要と認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7260 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 24 年６月 25 日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、25 年３月 23 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人の被保険者資格

の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、5,000 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年６月 25 日から 25 年３月 23 日まで 

    私は、昭和 24 年６月頃にＡ社に就職し、25 年３月頃までＢ職として

勤務していた。しかし、厚生年金保険の記録では、申立期間が被保険者

期間となっていないが、申立期間前後の記録がＣ管内の渉外労務管理事

務所の記録として認められたので、申立期間の記録もどこかの渉外労務

管理事務所にあるはずである。調査の上、申立期間の記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｄ渉外労務管理事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人と同じ姓で名前の一字が異なり、生年月日が異なる者が、昭和

24 年６月 25 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、25 年３月 23 日

に同資格を喪失している基礎年金番号に未統合の記録が確認できる。 

   また、上記の者の生年月日は、Ｅ渉外労務管理事務所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿に記載されている申立人の生年月日と同一である。 

   さらに、申立期間より後に申立てに係る事業所とは異なる事業所で、申

立人と一緒に勤務していた同僚は、「私もＡ社に勤務していた。当時は、

Ｆという名称だった。申立人が私と同じ職場に勤務していたことは知らな

かったが、後に共に入社した事業所勤務時に申立人からＡ社に勤務してい

たことを聞いた。」と供述していることから、申立人が申立期間において



                      

  

同社に勤務していたことが認められる。 

   これらのことから、上記のＤ渉外労務管理事務所に係る被保険者記録は、

申立人の被保険者記録であると認められる。 

   これらの事実を総合的に判断すると、事業主は、昭和 24 年６月 25 日に

厚生年金保険被保険者の資格を取得し、25 年３月 23 日に同資格を喪失し

た旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、5,000 円とすることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7261 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、申立期間の標準賞与額に係る記録を 50 万 8,000 円とすることが必要

である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年 12 月 22 日 

    私は、Ａ社に平成 17 年４月１日から 19 年３月末日まで勤務していた。

18 年 12 月 22 日に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されてい

たにもかかわらず、厚生年金保険の記録が欠落している。申立期間の厚

生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及びＡ社が提出した賞与支払明細書から、申立人は申立期間にお

いて、その主張する標準賞与額（50 万 8,000 円）に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に

対して行っておらず、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、

納付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人の

申立期間に係る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7262 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人の

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額を、平成４年４月から同年９月までは 18 万円に、同

年 10 月から５年２月までは 19 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から５年３月 21 日まで 

    Ａ社に勤務していた時の標準報酬月額が、実際の金額より低く記録さ

れているので、調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、申立人が主張する平成４年４月から同年９月までは 18 万

円、同年 10 月から５年２月までは 19 万円と記録されていたところ、Ａ社

が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（５年３月 21 日）よ

り後の同年 12 月 17 日付けで、遡って４年４月から同年９月までは 16 万

円、同年 10 月から５年２月までは 17 万円に引き下げられていることが確

認できる。 

   また、申立人を含むＡ社の厚生年金保険被保険者の全員（７名）の標準

報酬月額が遡って引き下げられていることが確認できる。 

   さらに、申立人と同様の遡及訂正処理が行われている同僚が所持してい

る給与明細書から、訂正前の標準報酬月額で厚生年金保険料が控除されて

いることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このように遡

って記録を訂正する処理を行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間に

係る標準報酬月額については、有効な記録訂正があったとは認められず、

申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、

平成４年４月から同年９月までは 18 万円、同年 10 月から５年２月までは

19 万円に訂正することが必要である。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6308 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年６月から 49年 12 月までの国民年金保険料について、付

加保険料を含めて納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年６月から 49年 12月まで 

    私は、昭和 48 年６月に会社を退職したことを契機に、町役場で国民年金

の加入手続を行い、併せて付加年金の加入手続も行った。加入手続後の国

民年金保険料については、定額保険料に加えて付加保険料を金融機関で納

付書により定期的に納付していた。申立期間が国民年金に未加入で保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年６月に国民年金の加入手続及び付加年金の加入手続を

町役場で行い、定額保険料に加えて付加保険料を金融機関で納付書により納

付していたと主張しているが、申立人が国民年金の加入手続を行った時期は、

申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者

の被保険者資格取得日から、50 年１月頃と推認できることから、国民年金の

加入手続時期が申立人の主張する時期と一致しない。 

   また、申立人は、昭和 50 年１月 23 日に国民年金に任意加入していること

が申立人の国民年金被保険者名簿、申立人の所持する年金手帳及びオンライ

ン記録により確認できることから、申立期間は国民年金の未加入期間で国民

年金保険料を納付することができない期間である上、別の国民年金手帳記号

番号が払い出された形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人の特殊台帳によると、申立人は昭和 50 年１月から国民年金

保険料の納付を付加保険料を含めて開始していることが確認できる上、49 年

12月の欄に「納付不用」の印が押されていることが確認できる。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を付加保険料を含めて納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期



 

  

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を付加保険料を含めて納付して

いたものと認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6309 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年７月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年７月から 54年３月まで 

    私は、昭和 52 年４月に結婚し、当時、夫婦二人とも国民年金に未加入だ

ったが、夫と相談し、区の出張所で夫婦二人の国民年金の加入手続を行っ

た。その際、国民年金保険料は２年遡って納付することができると説明さ

れ、それまでの公的年金の加入状況から、夫は、丸２年遡って保険料を納

付することができるが、私は、過去に厚生年金保険の加入期間があるので、

51 年７月までしか遡れないことなどを教えられ、教えられたとおり、夫婦

がそれぞれ遡って納付できる期間を納付することにした。 

    一緒に国民年金に加入して、遡って国民年金保険料を納付した夫は、昭

和 50 年７月以降の保険料が納付済みとされているにもかかわらず、申立期

間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年４月に結婚した当時は、夫婦とも国民年金に加入して

いなかったが、夫婦で相談の上、Ａ区の出張所で夫婦二人が国民年金の加入

手続を行ったと述べている。しかし、申立人の夫については、同年９月に同

区に国民年金手帳記号番号が払い出されていることが確認できるものの、申

立人については、その夫の手帳記号番号の前後の番号を始め、対象範囲を広

げて調査したが、同区で申立人に対して手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる形跡が見当たらず、申立期間当時の申立人の国民年金の加入状

況は不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入

被保険者の被保険者資格取得時期から、申立人は、昭和 54 年７月又は同年８

月に、Ｂ市で国民年金の加入手続を行ったと推認される。申立人が述べてい



 

  

るように、申立人がＡ区で国民年金の加入手続を行い、手帳記号番号が付与

され、同手帳記号番号で申立期間の国民年金保険料を納付していたのであれ

ば、継続して保険料を納付していた被保険者に対して、Ｂ市で新たに別の手

帳記号番号が払い出される理由は見当たらず、申立人は、同年にＢ市で、初

めて国民年金の加入手続を行ったと考えるのが自然である。 

   さらに、申立人及びその夫は、昭和 52 年当時、Ａ区で、夫婦とも、国民年

金保険料を遡って納付することができるが、過去の公的年金の加入状況等か

ら、申立人とその夫では、遡って保険料を納付することができる期間に違い

があると聞き、夫婦とも、国民年金に加入し、それぞれ遡って納付すること

ができる期間の保険料を遡って納付したはずであると述べている。当時の、

申立人及びその夫の公的年金の加入状況等は、申立人及びその夫がＡ区で聞

いたとする内容と一致しており、確かに、申立人の夫については、Ａ区で国

民年金に加入した事実は認められ、夫の国民年金手帳記号番号の払出時期か

ら、加入手続時期前の保険料は遡って納付されたと考えられる。しかし、前

に述べたように、申立人については、同区に手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる形跡は見当たらないことから、申立人及びその夫が、Ａ区

で聞いたとする説明が当時の夫婦の公的年金の加入状況等と一致していたと

考えられること、及び申立人の夫の加入手続時期前の保険料が遡って納付さ

れたと考えられることをもってしても、申立人が、Ａ区で国民年金の加入手

続を行い、申立期間の保険料を納付していたとまでの心証を得ることは難し

い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6310 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年８月から 50年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年８月から 50年 12月まで 

    私は、20 歳になった昭和 46 年＊月頃に、市役所で国民年金の加入手続

を行ったと思う。申立期間の国民年金保険料については、納付書が送られ

てきたので、自宅近くにあった農協で、毎月、納付していた。１か月の保

険料額は、最初の頃は 3,000 円ぐらいで、その後、段々と値上がりして、

9,000 円から１万 2,000 円ぐらいになったことを憶
おぼ

えている。申立期間が

未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 46 年＊月頃に、市役所で国民年金の加入手

続を行い、申立期間の国民年金保険料については、納付書が送られてきたの

で、自宅近くにあった農協で、毎月、納付していたと主張しているが、申立

人は、51 年１月に、国民年金に任意加入していることが、申立人の被保険者

名簿により確認できる上、オンライン記録でも、申立人が、申立期間当時国

民年金に加入していたことをうかがわせる形跡は見当たらないことから、申

立期間は国民年金の未加入期間で、保険料を納付することができない期間で

ある。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年６月に払い出されてい

ることが確認でき、申立人は、継続して同一市内に居住しており、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人が納付したとする国民年金保険料月額は、申立期間当時の

保険料月額と大きく相違している上、申立人が居住する市において、保険料

を毎月納付することができるようになったのは、昭和 61 年４月以降であるこ

とが確認できることから、保険料の納付周期についての申立人の主張と一致



 

  

しない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6311 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年１月から 49 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月から 49年７月まで 

    私が 20 歳になった昭和 47 年＊月頃に、私の父親が私の国民年金の加入

手続を行ってくれた。加入手続後の国民年金保険料については、父親が、

家族の分と一緒に納付していた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 47 年＊月頃に、その父親が申立人の国民年

金の加入手続を行い、加入手続後の国民年金保険料については、父親が家族

の分と一緒に納付していたと主張しているが、申立人は、国民年金の加入手

続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を

行い、保険料を納付していたとするその父親は、既に他界していることから、

国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取

得日から、昭和 50 年９月と推認でき、国民年金の加入時期についての申立人

の主張と一致しない上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人は、その父親が申立人の国民年金保険料を家族の分と一緒

に納付していたと主張しているが、申立期間直後の昭和 49 年８月から 50 年

３月までの保険料は、充当により納付済みとなっていることが特殊台帳から

確認できる上、自主納付者収滞納一覧表によると申立人及びその姉の昭和 50

年度における保険料の納付時期が異なることが確認できることから、申立内

容と一致しない。 



 

  

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6312 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年３月及び同年５月から 47 年３月までの期間の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月 

             ② 昭和 43年５月から 47年３月まで 

    私が 20 歳になった昭和 43 年＊月頃に、私の母親が、当時居住していた

市の市役所で、私の国民年金の加入手続を行ってくれたはずである。 

    申立期間①及び②当時は、私は浪人中で、会社に勤めたこともあったが

１か月で辞めて、受験に備えていたので収入は無かった。そのため、加入

手続後の国民年金保険料については、母親が全て納付してくれていたと母

親から聞いている。 

    申立期間の国民年金保険料の納付が認められても、保険料の納付済みの

期間及び免除の期間の合計が 300 か月には至らず、老齢基礎年金を受給す

ることはできないと思うが、母親が納付してくれたはずの当該期間の保険

料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付

に関与しておらず、当該期間の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付し

ていたとするその母親は既に他界しており、当該期間当時の国民年金の加入

状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、20 歳になった昭和 43 年＊月頃に、その母親が、当時居

住していた市の市役所で、申立人の国民年金の加入手続を行ってくれたはず

であると述べているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前の番号が付与さ

れた任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、申立人の国民年金の加入

手続が行われたのは、49年６月以降と推認され、申立内容とは一致しない。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続時期と推認される昭和 49 年６月以降



 

  

の時期において、申立期間の国民年金保険料は、時効により納付することが

できず、当該期間の保険料を納付するためには、申立人に既に付与されてい

る国民年金手帳記号番号とは別の手帳記号番号が払い出される必要があるが、

申立人は、申立期間の始期から国民年金の加入手続時期を通じて、同一市内

に居住していたとしているため、別の手帳記号番号が払い出されるとは考え

にくく、その形跡も見当たらない。ちなみに、推認される申立人の国民年金

の加入手続時期において、遡って納付することができるのは 47 年４月までの

保険料であるが、現に、オンライン記録によると、申立人の同年同月以降の

保険料は納付済みであり、制度と記録が一致している。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6313 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年 10月から 51年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月から 51年３月まで 

    私は、自身の国民年金の加入手続についてはよく憶
おぼ

えていないが、昭和

50 年３月又は 51 年３月頃、結婚するに当たり、夫が、私の年金の記録を

調べてくれたとき、未納とされている期間があることが分かり、特例納付

により納付することができるということであったので、夫と一緒に区役所

に行き、同期間の国民年金保険料を、全額現金でまとめて納付した。 

    私は、申立期間の国民年金保険料を特例納付により納付したにもかかわ

らず、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年３月又は 51 年３月頃、当時未納とされていた期間の

国民年金保険料を特例納付により区役所で、現金でまとめて納付したと主張

しているが、申立人及び申立人と共に申立人の保険料を納付したとするその

夫は、国民年金の加入手続について憶
おぼ

えていないことに加え、保険料の納付

時期の記憶も定かではなく、通常、特例納付に係る保険料を収納することが

できない区役所で納付したと述べるなど、国民年金の加入状況及び保険料の

納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出日及びその手帳記号番号の前

後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、申立人

の国民年金の加入手続時期は、昭和 55 年１月と推認されることに加え、別の

手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、申立人が述べて

いる 50 年３月又は 51 年３月頃は、申立期間の国民年金保険料を納付するこ

とができない。仮に、申立人が主張するように同時期に申立人の国民年金の

加入手続がなされていた場合、同時期は、第２回特例納付制度の実施期間で



 

  

あり、申立期間の保険料を納付することが可能であったと認められるものの、

申立人及びその夫が当該期間の保険料として納付したとする金額は、実際に

同制度等を利用して納付した場合の保険料額とは乖
かい

離しており、当該期間の

保険料を納付していたとは考え難い。 

   さらに、昭和 50 年３月又は 51 年３月頃、申立期間の国民年金保険料を納

付したとする申立人の主張とは異なるものの、申立人の国民年金の加入手続

時期と推認される 55 年１月は、第３回特例納付制度の実施時期であり、現に、

申立人の 36 年４月から同年９月までの保険料は同制度により遡って納付され

ていることが確認できる。しかし、申立人は、55 年１月から自身が 60 歳に

到達するまでの保険料を継続して納付し、かつ、国民年金の加入手続時期よ

り前の期間を通算対象期間（現在の合算対象期間）として合算したとしても、

老齢年金の受給資格期間を満たすことができないことから、受給資格期間を

満たすために必要となる納付月数を考慮して、36 年４月から同年９月までの

保険料のみを特例納付により納付したものと考えるのが合理的である。 

   加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6314 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 21 年４月から 23 年４月までの付加保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 21年４月から 23年４月まで 

    私は、平成 19 年１月に社会保険事務所(当時)で、国民年金の任意加入被

保険者は付加保険料を納付することができないと誤った説明を受けた。ま

た、21 年３月に加入可能月数に到達したにもかかわらず、22 年に送付され

た「ねんきん定期便」では、21 年４月から同年 11 月までの期間を未納期

間とされ、23 年３月には年金事務所で国民年金被保険者の資格喪失申出書

を提出するよう求められた。 

    これら私に対する行政側の事務処理の不手際等を勘案し、付加保険料が

未納となっている昭和 55 年 10 月から 57 年 10 月までの期間に相当する 25

か月分の付加保険料を、加入可能月数に到達したことにより国民年金の被

保険者資格を喪失した平成 21年４月から納付する機会を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年 10 月から 57年 10 月までの期間に相当する 25 か月分

の付加保険料を、平成 21 年４月から納付する機会を認めるよう主張している

が、申立人は同年３月に満額の老齢基礎年金を受けることができる加入期間

を満たしたことにより、国民年金の被保険者資格を喪失していることから、

申立期間は国民年金の被保険者期間ではなく、付加保険料を納付することが

できない期間である。 

   また、申立人は、今回の申立てにおいて、昭和 55 年 10 月から 57 年 10 月

までの付加保険料を納付していたとの主張は無く、申立人に対する行政側の

事務処理の不手際等を勘案し、申立期間について付加保険料を納付する機会

を付与するよう主張しているが、年金記録確認第三者委員会は、国民年金保

険料の納付の有無について検討し年金記録の訂正の要否を判断するものであ



 

  

り、保険料の納付に関する法律の規定や制度の運用の当否について判断する

ことはできない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6315 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年３月から 44 年３月までの期間及び同年４月から 51 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月から 44年３月まで 

             ② 昭和 44年４月から 51年 12月まで 

    夫が昭和 43 年３月に会社を退職後しばらくしてから、私が、区役所で私

及び夫の国民年金の加入手続を行ったと思う。 

    その後、時期は憶
おぼ

えていないが、区役所で夫婦二人分の国民年金保険料

を遡ってまとめて納付した記憶がある。 

    申立期間①が未加入とされ、申立期間②の国民年金保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫が昭和 43 年３月に会社を退職後しばらくしてから、区役

所で申立人及びその夫の国民年金の加入手続を行い、その後、時期は憶
おぼ

えて

いないが、区役所で夫婦二人分の国民年金保険料を遡ってまとめて納付した

記憶があると主張しているが、申立人から、直接事情を聴取することができ

ないため、申立期間①及び②の保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、昭和 44 年４月である

ことが、申立人が所持している年金手帳及び申立人の特殊台帳により確認で

きる上、オンライン記録でも、申立人が、申立期間①当時に、国民年金に加

入していたことをうかがわせる形跡は見当たらないことから、申立期間①は、

国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができない期間で

ある。 

   さらに、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料



 

  

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6316 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年９月から平成８年５月までの国民年金被保険者期間の記

録については、訂正する必要があると認めることはできず、21 年２月から同

年 11 月までの期間については、国民年金に加入していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年９月から平成８年５月まで 

             ② 平成 21年２月から同年 11月まで 

    私は、申立期間①について、いつどこで国民年金の加入手続を行ったの

か全く憶
おぼ

えておらず、国民年金保険料の免除の申請手続を行った憶
おぼ

えも無

く、昭和 48 年 12 月及び 49 年１月の保険料納付済期間を含め、私自身が当

該期間に係る国民年金の諸手続等を行ったとされている全ての手続を取り

消し、現在、未納、納付済、免除とされている年金記録を消してほしい。

そのことにより、当該期間が国民年金に未加入とされても構わない。 

    また、申立期間②について、平成 21 年３月頃に区役所で国民健康保険の

加入手続と一緒に国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料を納付し

てはいないが、国民年金の加入手続自体は行ったので、当該期間が未加入

とされているのに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、申立人自身が国民年金の加入手続を行っ

たことも、国民年金保険料の免除の申請手続を行ったことも、全て憶
おぼ

えが無

く、自分自身が手続をした憶
おぼ

えが無いのだから、当該期間に係る国民年金の

全ての記録を取り消してほしい、その結果、当該期間が国民年金に未加入と

されても構わないと主張している。 

   しかし、申立人には国民年金手帳記号番号が付与されており、同手帳記号

番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得時期か

ら、申立人の国民年金加入手続時期は昭和 48 年４月又は同年５月に行われた



 

  

と推認され、申立人は同加入手続に伴い、20 歳到達月の 47 年＊月に遡って

国民年金の被保険者資格を取得し、その後、平成８年６月６日に厚生年金保

険の被保険者資格を取得するまで、法律上当然に国民年金の被保険者であっ

たと考えるのが自然である。 

   また、申立期間①のうち、昭和 48年 12月及び 49年１月の国民年金保険料

の納付済期間及び 53 年４月から 57 年３月までの保険料免除期間は、申立人

のオンライン記録、特殊台帳及び申立人が申立期間①当時に居住した複数の

市区の国民年金被保険者名簿等の関連資料において、それぞれが保険料納付

済期間及び保険料免除期間とされていることから、48 年 12 月及び 49 年１月

の保険料が納付されたとする記録及び 53 年４月から 57 年３月までの保険料

が免除されたとする記録に誤りがあるとは考えにくく、「自身で手続を行っ

た記憶が無く、申立期間①について国民年金の加入記録等を取り消してほし

い。」とする申立人の主張をもって、申立期間①において保険料未納期間、

保険料納付済期間及び保険料免除期間とされている記録を訂正することはで

きない。 

   さらに、申立期間②について、申立人は平成 21 年３月頃、当時居住した区

の区役所で国民健康保険の加入手続と一緒に国民年金の加入手続を行ったと

述べているが、オンライン記録によると、申立人に対し、23 年８月に当該期

間に係る国民年金の「未加入期間国年適用勧奨」が行われていることが確認

でき、当該期間に係る国民年金の加入手続が行われていなかったと考えるの

が自然である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人の昭和 47 年９月から平成８年５月までの国民年金被保険者期

間については、記録を訂正する必要があると認めることはできず、21 年２月

から同年 11 月までの期間については、国民年金に加入していたものと認める

ことはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6317 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年３月から 61 年３月までの付加保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年３月から 61年３月まで 

    私は、結婚後の昭和 54 年３月に、当時住んでいた市の市役所で、国民年

金の任意加入手続を行った。その際、職員から「付加保険料はどうします

か。」と聞かれたので、その場で付加保険料も納付することに決めた。加

入手続後、付加保険料は、送られてきた納付書で、国民年金保険料と併せ

て納付していた。その後、転居したときも、転居先で、同様に、納付書が

きたらそのまま納付していた。私は、国民年金に任意加入した際、付加保

険料を納付することに決めたことをはっきりと憶
おぼ

えており、申立期間が、

付加年金に未加入で付加保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続の際、職員から付加保険料のことを聞き、

同保険料を納付することを決めたことは憶
おぼ

えているものの、同保険料を納付

するための付加年金の加入手続については具体的に憶
おぼ

えていないとしている

上、その後、２回にわたり住所変更手続を行っているが、両方とも、付加年

金に係る取扱いについての記憶は無いとしているなど、申立期間当時の付加

年金の加入状況が不明である。 

   また、申立人は、国民年金の加入手続後、申立期間の付加保険料を、送ら

れてきた納付書で、定額保険料と併せて納付していたと主張しているが、当

該期間当時居住していた市及び区の国民年金被保険者名簿等から、申立人が、

当該期間に付加年金に加入していたことは確認できないことに加え、オンラ

イン記録によると、申立人の付加年金に加入する申出は、平成 20 年３月にな

されており、同年同月前に同申出がなされている記録は見当たらないことか

ら、当該期間当時、付加年金の加入手続はなされておらず、定額保険料に付



 

  

加保険料額を合わせた金額の納付書が発行されていたとは考えにくく、現に、

同記録によると、当該期間のうち、昭和 59 年 10月から 61年３月までの前納

した期間の保険料額は、定額保険料のみの金額であることが確認できること

から、当該期間の付加保険料を定額保険料に併せて納付したとする申立人の

主張と一致しない。 

   さらに、申立期間は 80 か月以上に及び、上述のとおり、申立人は複数の自

治体に居住しており、これだけの期間にわたる事務処理を複数の行政機関が

続けて誤るとは考え難い。 

   加えて、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の付加保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6318 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年７月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年７月から 51年３月まで 

    私は、20 歳になる前から自営業だった実家の手伝いをしていた。当時、

既に国民年金に加入していた両親は、私が 20 歳になったら、国民年金の加

入手続をしてくれると言っていたので、私の国民年金の加入手続は、母親

が行ってくれたと思う。 

    申立期間の国民年金保険料については、結婚前は、私の母親が納付し、

結婚後は、口座振替に切り替え、私の妻の分と一緒に口座振替で納付して

いた。 

    申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 44 年７月から 47 年４月までの期間について、申

立人は、申立人が 20 歳になった 44 年＊月に、その母親が国民年金の加入

手続を行い、その後、47 年５月に申立人が結婚するまでは、その母親が当

該期間の国民年金保険料を納付していたと思うと述べているが、申立人は、

国民年金の加入手続及び当該期間の保険料の納付に直接関与しておらず、

申立人の国民年金の加入手続及び当該期間の保険料の納付を行ったとされ

るその母親は既に死亡していることから、国民年金の加入状況及び当該期

間の保険料の納付状況は不明である。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加

入被保険者の被保険者資格取得時期から、申立人の国民年金の加入手続は

昭和 51 年６月に行われたと推認され、加入手続時期についての申立人の主

張とは一致していないことに加え、加入手続が行われたと推認される同年

同月の時点において、申立期間のうち、その母親が国民年金保険料を納付



 

  

していたとされる 44 年＊月から 47 年４月までの保険料は時効により納付

することはできず、申立人の母親が当該期間の保険料を納付するためには、

別の国民年金手帳記号が払い出されていることが必要であるが、申立人に

対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当た

らず、その形跡も無い。 

 

  ２ 申立期間のうち、申立人が結婚した昭和 47 年５月から 51 年３月までの

期間について、申立人は、その妻の国民年金保険料と一緒に、保険料は口

座振替で納付していたと述べている。しかし、前に述べたように、申立人

の国民年金の加入手続は同年６月に行われたと推認され、当該期間のうち、

一部の期間の保険料は時効により納付することができず、当該期間に申立

人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情も見当たらず、その形跡もない。 

    また、推認される国民年金の加入手続時点において、申立期間のうち、

昭和 49 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料は、遡って納付するこ

とはできたが、申立人は、結婚後の保険料は、その妻の分と一緒に口座振

替で納付していたとするのみで、遡って保険料を納付したことがあるとは

述べていないことに加え、口座振替では遡って保険料を納付することがで

きない。 

    さらに、これまで述べたことに加え、申立人の妻は、申立人と国民年金

手帳記号番号が連番で付与されていることを考え合わせると、申立人は、

結婚後その妻と共に、推認される加入手続時期である昭和 51 年６月に夫婦

で国民年金に加入し、当該年度から保険料の納付を開始したと考えるのが

自然である。 

 

  ３ 申立人の母親及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6319 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年１月から 48 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47月１月から 48年５月まで 

    私は、私の国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に

ついて、時期は不明だが、私の父親が行ってくれたと思う。 

    私は、昭和 48 年６月又は同年７月頃、父親から、１枚の領収証書を受け

取った。その際、父親から、「将来年金をもらうときに必要なものだから

大事に持っておきなさい。通帳と同じだから。」と言われたことをよく憶
おぼ

えている。 

    初めてねんきん特別便を受け取ったとき、国民年金保険料が未納とされ

ている期間があったことに気付いたので、父親からもらった領収証書を確

認してみると、確かに、その領収証書に記載されていた期間及び月数が、

未納とされている期間と一致していた。そこで、同特別便に記載されてい

た問い合わせ先に、その領収証書を提出すると申し出たが、「不要であ

る。」旨回答されたので、しばらく保管していたが、２年ぐらい前に紛失

してしまった。 

    私が所持していた領収証書は、父親が申立期間の国民年期保険料を納付

したことを示す領収証書に間違いないと思うので、申立期間が未納とされ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年６月又は同年７月頃、その父親から、１枚の領収証書

を受け取ったことを記憶していたが、ねんきん特別便で、国民年金保険料が

未納とされている期間があったことから、改めて当該領収証書を確認したと

ころ、当該領収証書に記載されていた期間及び月数が、ちょうど保険料の未

納期間とされている期間と一致していたことから、申立人の父親が申立期間



 

  

の保険料を納付していたはずであると主張している。しかし、申立人は、57

年 12 月６日に任意加入被保険者として国民年金の被保険者資格を取得してお

り、申立期間当時において、既にその父親が国民年金の加入手続を行ってい

たと思うとする申立内容とは一致していない。 

   また、申立人の父親が、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、

申立人が当該期間当時居住していた市で、別の国民年金手帳記号番号が払い

出されていることが必要であるが、申立人に対して、別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無く、当該期

間における国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明である。 

   さらに、申立人が、その父親から受け取り最近まで所持していたとする領

収証書について、申立人の｢父親から受け取った領収証書は１枚で、その領収

証書に書かれていた期間と、未納とされている期間が一致していた。｣との主

張について、当委員会において、申立期間の国民年金保険料を納付したこと

を示す領収証書であるか詳細に検討した。その結果、当該期間は複数年度に

及んでいることから、申立人がその父親から当該領収証書を受け取ったとす

る昭和 48 年６月及び同年７月の時点で、申立人の父親が当該期間の保険料の

納付を終えていたのであれば、後述する特例納付を利用しない限り、当該期

間の保険料を納付するためには、複数の種類の納付書が必要であったと考え

られ、申立人の父親が、それら複数の納付書を用いて、当該期間の保険料を

全て納付したと仮定した場合、それぞれの納付書に対応する領収証書も複数

存在するはずであるとの結論に達した。これに加え、45 年７月から 50 年 12

月にかけて実施された、第１回及び第２回特例納付を利用した可能性につい

ても検討したが、その実施期間や対象とされた期間等からみて、これらの特

例納付を利用したとは考えられず、申立人の述べている当該領収証書の形状

等も当該期間当時使用されていた領収証書の形状等とは必ずしも一致してい

ないことを踏まえると、申立人の主張のみをもって、その父親が、当該期間

の保険料を納付し、申立人が所持していたとする領収証書が発行されたとま

で認めることは難しい。 

   加えて、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6320 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年７月から 62 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年７月から 62年１月まで 

    私は、最初の会社を退職後、国民年金の加入手続を行った記憶は無いが、

次の会社に就職後、市内で転居した昭和 62 年８月以降に、申立期間である

７か月分の国民年金保険料の納付書が２回から３回送付されてきたことを

憶
おぼ

えている。このため、私は父親と相談し、保険料を納付することに決め、

最初は２か月分納付し、その後は、生家近くの郵便局又は金融機関で、毎

月１か月分ずつ計４回ぐらいに分けて納付したと思う。私は、申立期間が

国民年金に未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 62 年８月以降に、申立期間の国民年金保険料の納付書が送

付されてきたため、当該期間の保険料を納付したと述べているが、基礎年金

番号制度が導入された平成９年より前に申立人に付与された厚生年金保険被

保険者記号番号が申立人の基礎年金番号となっており、同番号により申立人

の国民年金の被保険者記録が作成されていること、及び申立人の国民年金手

帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、初めて申立人の国

民年金の加入手続が行われたのは、少なくとも同年以降であることに加え、

８年５月から勤務していた会社を退職した時期（11 年３月）及び申立人自身

の国民年金保険料の納付書作成記録から、申立人の国民年金の加入手続時期

は 11 年３月から同年９月までの間に行われたと推認され、申立人が保険料を

納付することができるのは同時期以降であり、その時点において、申立期間

の保険料は、時効により納付することができない。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を、最初は２か月分納付し、

その後は、毎月１か月分ずつ計４回ぐらいに分けて納付したと述べているが、



 

  

国民年金の加入手続を行った記憶は無く、当該期間の保険料の納付金額、納

付時期についても憶
おぼ

えていないとしている。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6321（事案 5643の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年 11月から 51年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 11月から 51年３月まで 

    私が 32 歳の頃、父親から、｢これからは自分で国民年金保険料を納付し

なさい。｣と言われ、現在所持している年金手帳を渡されたので、その後の

保険料は、納付書により、自身で納付してきた。 

    私は、父親が申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたにもかか

わらず、当該期間が未納となっていることに納得がいかないとして申立て

を行ったが、第三者委員会から、平成 23 年６月８日付けで「年金記録の訂

正のあっせんは行わない。」との通知を受け取った。 

    前回の申立ての際には、次兄と連絡が取れなかったが、その後、次兄か

ら当時の父親とのやり取りを証言してもらえることになった。また、父親

が他の兄弟と私を差別するような人ではなかったことを示す資料として、

遺言書のコピーを提出するので、これらを新たな資料・情報として再度審

議をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当初の申立てにおいて、申立人の 20 歳の誕生日に、その父親が

国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれてい

たと主張しているが、申立人自身は、加入手続及び保険料の納付に直接関与

しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたと

するその父親は既に他界しているため、当該期間当時の加入状況及び保険料

の納付状況が不明であることに加えて、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 51 年 11 月に、当該期間当時同居していたとする申立人の長兄夫婦と連

番で払い出されており、申立内容と一致しないことから、申立人が当該期間

の保険料を納付していたものと認めることはできないとして、既に当委員会



 

  

の決定に基づき平成 23 年６月８日付けで年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

   今回、申立人は、申立期間当時の国民年金の加入状況及び国民年金保険料

の納付について、その次兄から、申立人の父親が申立人の 20 歳の誕生日に申

立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたことについて証言

が得られるとして、その証言を基に、再度当委員会において審議を行うよう

主張した。このため、申立人の次兄が当委員会に提出した書面について、当

委員会において、申立人の次兄に聞き取りを行った結果、申立人の次兄から

は、「昭和 42 年頃、父親から、父親が妹（申立人）の 20 歳の誕生日に国民

年金の加入手続を行い、以後の保険料を納付してきたと聞いたことがあ

る。」との証言が得られたものの、申立期間の保険料の納付方法や納付額等

についての具体的な証言を得るには至らず、申立人から提出のあった、その

父親の遺言書とされる書面にも、申立人の父親が当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせるまでの記載は無い。 

   また、申立人は、昭和 51 年 11 月にその長兄夫婦と一緒に払い出された国

民年金手帳記号番号で、同年４月以降の国民年金保険料を納付していること

が確認できるため、申立人が述べるように、38 年＊月にその父親が国民年金

の加入手続を行い、申立人に別の手帳記号番号が付与され、その父親が申立

期間の保険料を納付していたのであれば、継続して保険料を納付していた申

立人の父親が、51 年 11 月に再度加入手続を行い、新たに別の手帳記号番号

が付与されたことになるが、そのような特殊な事情が存在することをうかが

わせる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

   以上述べたように、本事案において、申立人に申立期間当時、別の手帳記

号番号が付与されていたと認めることは、制度上、相当困難であると考えざ

るを得ず、申立人の次兄の証言及び提出された申立人の父親の遺言書とされ

る書面をもってしても、当該期間に係る保険料の納付を認めることは難しい。 

   このように、今回の申立ては、当委員会が当初の決定を変更すべき新たな

事情とは認められず、口頭意見陳述においても、申立人の父親が申立期間の

国民年金保険料を納付していたことを裏付ける具体的な供述等が得られない

ことに加え、ほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たら

ないことから、申立人は、当該期間の保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6322 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年１月から 50 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月から 50年８月まで 

    私の夫が昭和 47 年３月に、市役所で私の国民年金の加入手続を行った。

その後、郵送されてきた国民年金保険料の納付書に従い、金融機関で納付

した。 

    私の夫が昭和 47 年１月分まで、私の国民年金保険料を遡って納付したか

ら、市役所の職員が、私の年金手帳に被保険者資格取得日として「昭和 47

年１月１日」と記入したにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたとす

るその夫は、自身及び申立人の国民年金の加入手続について、昭和 39 年４月

及び 47 年３月に、それぞれ市役所で行ったと述べている。しかし、申立人の

国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与

された任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、52 年９月に行われたも

のと推認され、申立人夫婦の手帳記号番号は同年同月に払い出されており、

同時期に国民年金の加入手続を行ったと考えられることに加え、申立人が所

持しているオレンジ色の年金手帳は、49 年 11 月以降に使用されたものであ

り、申立人が国民年金の加入手続を行ったのも、少なくともこの時期以降で

あると考えられるなど、申立内容と一致しない。 

   また、申立人の国民年金の加入手続時期と推認される昭和 52 年９月時点に

おいて、申立期間のほとんどは時効により国民年金保険料を納付することが

できない期間であり、当該期間の保険料を納付するためには、別の国民年金

手帳記号番号が払い出される必要があるが、申立人は、申立期間の始期から



 

  

手帳記号番号が払い出された時期を通じて同一市内に居住しており、別の手

帳記号番号が払い出されるとは考えにくく、その形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人は、その夫が昭和 47 年１月分まで、申立人の国民年金保険

料を遡って納付したため、市役所の職員が、申立人の所持する年金手帳に被

保険者資格取得日として「昭和 47 年１月１日」と記入したと主張しているが、

その日付は、保険料の納付の有無に関係なく、強制加入期間の初日まで遡っ

て被保険者資格取得日を記入することから、保険料の納付の始期を特定する

ものではない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6323 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 14 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年４月から同年 12月まで 

    平成 10 年４月頃、私の母親が、私の国民年金の加入手続を区役所で行っ

た。私は、その際発行された年金手帳を所持している。 

    申立期間の国民年金保険料については、私の母親が、区役所で私と両親

の免除の申請手続を行ったと言っている。母親は、免除の申請手続につい

て具体的に憶
おぼ

えていないそうだが、欠かさず保険料の免除の申請手続を行

っていたと思うので、申立期間の保険料が免除されておらず、未納とされ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の国民年金保険料の免除の申請手続を行ったとする申立人の母親

は、その家族の保険料の免除の申請手続を継続して行っていたと述べており、

確かに、平成 10 年４月から 14 年３月までの期間について、申立人及びその

両親の保険料は、免除された期間となっているものの、同年４月以降、申立

人の両親の保険料の免除の申請手続が行われていたことをうかがわせる形跡

は見当たらず、申立内容と一致していない上、申立人の母親は、申立期間の

保険料の免除の申請手続について具体的な記憶が無いとしており、当該期間

の保険料の免除の申請状況は不明である。 

   また、申立期間は、基礎年金番号が導入され、同基礎年金番号により国民

年金保険料の収納事務の電算化が図られていた平成９年１月以降の時期であ

り、さらに、保険料収納事務が国に一元化され、事務処理の電算化が一層促

進された 14 年４月以降の時期であるため、記録管理に誤りがあったとは考え

にくい。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す



 

  

関連資料が無く、ほかに当該期間の保険料が免除されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6324 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 61年３月まで 

    私は、会社を退職した昭和 54 年９月頃に国民年金の加入手続を行った。

申立期間の国民年金保険料については、市役所の出張所又は金融機関で納

付していた。58 年４月頃にＡ市からＢ市へ、その後間もなくＢ市からＣ市

へ転居したが、自宅に届いた納付書により保険料を納付していたにもかか

わらず、申立期間が未加入で保険料を納付していないとされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年９月頃に国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民

年金保険料については、市役所の出張所又は金融機関で納付していたと主張

しているが、Ｃ市の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録によると、申

立人の国民年金の被保険者資格喪失日は 58 年４月１日となっている上、その

夫は同年同月から共済組合に加入していることから、申立期間は国民年金の

任意の未加入期間で保険料を納付することができない期間である。 

   また、申立人は、昭和 58 年４月頃にＡ市からＢ市へ、その後間もなくＢ市

からＣ市へ転居し、自宅に届いた納付書により国民年金保険料を納付してい

たと主張しているが、オンライン記録によると、申立人がＡ市からＣ市へ国

民年金の住所変更手続を行ったことは確認できるものの、Ａ市からＢ市へ住

所変更手続を行った形跡は見当たらない上、Ｃ市の国民年金被保険者名簿に

よると、前述のとおり、申立期間は国民年金の未加入期間であることが確認

できることから、申立人に対してＢ市及びＣ市から申立期間に係る納付書が

発行されたとは考え難い。 

   さらに、Ａ市によると、納付書は住民票と突合した上で発行しており、仮



 

  

にＡ市から他の市町村へ転出した国民年金被保険者に納付書が発行されたと

しても、Ａ市の納付書により他の市町村で国民年金保険料を納付することは

できないとしている。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6325 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年４月から 50 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 50年８月まで 

    私は、20 歳になった翌月の昭和 39 年＊月に、市役所で私の国民年金の

加入手続を行った。その後、郵送されてきた国民年金保険料の納付書に従

い、金融機関で納付した。私が国民年金の加入手続を行ったのは、同年同

月だが、市役所の職員が、私の年金手帳に加入日を「昭和 39 年＊月＊日」

と記入してくれた。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、自身及びその妻の国民年金の加入手続について、昭和 39 年＊月

及び 47 年３月に、それぞれ市役所で行ったと述べている。しかし、申立人の

国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与

された任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、52 年９月に行われたも

のと推認され、申立人夫婦の手帳記号番号は同年同月に払い出されており、

同時期に国民年金の加入手続を行ったと考えられることに加え、申立人が所

持しているオレンジ色の年金手帳は、49 年 11 月以降に使用されたものであ

り、申立人が国民年金の加入手続を行ったのも、少なくともこの時期以降で

あると考えられるなど、申立内容と一致しない。 

   また、申立人の国民年金の加入手続時期と推認される昭和 52 年９月時点に

おいて、申立期間のほとんどは時効により国民年金保険料を納付することが

できない期間であり、当該期間の保険料を納付するためには、別の国民年金

手帳記号番号が払い出される必要があるが、申立人は、申立期間の始期から

手帳記号番号が払い出された時期を通じて同一市内に居住しており、別の手

帳記号番号が払い出されるとは考えにくく、その形跡も見当たらない。 



 

  

   さらに、申立人は、市役所の職員が、申立人の所持する年金手帳に、加入

日として「昭和 39 年＊月＊日」と記入してくれたため、その頃、国民年金の

加入手続を行ったと述べているが、その日付は、加入手続時期に関係なく、

強制加入期間の初日まで遡って記入することから、国民年金の加入手続時期

を特定するものではない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6326 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から平成元年３月まで 

    私は、昭和 56 年２月に会社を退職したため、同年４月頃に、母親が、社

会保険事務所（当時）で私の国民年金の加入手続を行ってくれたと思う。

申立期間の国民年金保険料については、母親が、金融機関や区役所などで

納付してくれていたと思う。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 56 年２月に会社を退職したため、同年４月頃に、その母親

が、社会保険事務所で申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民

年金保険料を金融機関や区役所などで納付してくれていたと思うと主張して

いるが、申立人自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与し

ておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとするそ

の母親は、既に他界していることから、申立期間当時の国民年金の加入状況

及び保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入

被保険者の被保険者資格取得日から、申立人の国民年金の加入手続は、平成

元年６月から同年８月頃までの間に行われたものと推認でき、国民年金の加

入手続時期についての申立人の主張と一致しない。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成元年８月に払い出されて

いることが確認でき、申立人は、継続して同一区内に居住しており、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



 

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6327 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 40年３月まで 

    私は、会社を退職してすぐの昭和 38 年４月頃に、市役所の支所で国民年

金の加入手続を行い、市役所の支所で国民年金保険料を納付していたと思

う。 

    年金事務所へ確認したところ、申立期間は、厚生年金保険に加入してい

た期間及び国民年金の未加入期間であると説明されたが、私は、申立期間

当時は、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していたはずであるの

で、申立期間の保険料を納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職してすぐの昭和 38 年４月頃に、市役所の支所で国民

年金の加入手続を行ったと思うと主張しているが、申立人の国民年金手帳記

号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日か

ら、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、42 年１月又は同年２月頃

であると推認でき、国民年金の加入手続時期についての申立人の主張と一致

しない。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年２月頃に払い出されて

いることが確認できる上、申立人は、申立期間から手帳記号番号の払出時期

を通じて、同一市内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人は、市役所の支所で国民年金保険料を納付していたと思う

と主張しているが、申立人が所持している年金手帳、申立人の国民年金被保

険者名簿及び特殊台帳では、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、

昭和 42 年１月とされており、オンライン記録でも、申立人が、申立期間当時、



 

  

国民年金に加入していた形跡は見当たらないことから、申立期間は、国民年

金の未加入期間で、保険料を納付することができない期間である上、申立人

は、保険料の納付方法及び納付周期について、具体的に憶
おぼ

えていないことか

ら、申立期間当時の保険料の納付状況は不明である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6328 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51年４月から 53年３月までの国民年金保険料及び 51年４月

から 54 年２月までの付加保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 54年２月まで 

    私の母親は、昭和 51 年４月に区役所で私の国民年金の加入手続及び付加

年金の加入手続を行った。加入手続後の国民年金保険料については、母親

が、付加保険料を含めて自身と私の二人分を自宅に来ていた集金人に一緒

に納付していた。同年同月から 53 年３月までの保険料及び 51 年４月から

54年２月までの付加保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が、昭和 51 年４月に区役所で申立人の国民年金の加入

手続及び付加年金の加入手続を行い、加入手続後の国民年金保険料について

は、母親が、付加保険料を含めて自身と申立人の二人分を自宅に来ていた集

金人に一緒に納付していたと主張しているが、申立人は、国民年金の加入手

続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を

行い、保険料を納付していたとするその母親は既に他界していることから、

申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取

得日から、昭和 54 年３月と推認でき、その時点において、申立期間のうち一

部の国民年金保険料は時効により納付することができない上、別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人の所持する年金手帳、特殊台帳及びオンライン記録から、

申立人が付加保険料の納付を申し出たのは昭和 54 年３月と確認でき、付加保

険料については、制度上、納付する旨を申し出た月より前に遡って納付する



 

  

ことは認められていないことから、同年同月の時点において、51 年４月から

54年２月までの付加保険料を納付することはできない。 

   加えて、申立人が昭和 51 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料及び

51 年４月から 54 年２月までの付加保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が昭和 51 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料及び 51

年４月から 54 年２月までの付加保険料を納付していたものと認めることはで

きない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6329 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年 10 月から３年８月までの期間及び４年９月から５年 10

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年 10月から３年８月まで 

             ② 平成４年９月から５年 10月まで 

    私は、平成７年 10 月頃に、父親から国民年金保険料に未納が無いか確認

したほうが良いと言われたので、母親と一緒に市役所へ行き、保険料の納

付状況を確認した。その際に、未納期間があることが分かったので、当該

期間の保険料の納付書を郵送してもらうことにした。 

    その後、自宅に届いた納付書により、毎月、郵便局で申立期間①及び②

の国民年金保険料を１か月分ずつ納付していた。申立期間①の保険料は月

額１万円ぐらい、申立期間②の保険料は月額１万 1,000 円から１万 2,000

円ぐらいだったと思う。 

    申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成７年 10 月頃に、市役所で国民年金保険料の納付状況を確認

した際に、未納期間があることが分かったので、当該期間の保険料の納付書

を郵送してもらうこととし、その後、自宅に届いた納付書により、毎月、郵

便局で申立期間①及び②の保険料を１か月分ずつ納付していたと主張してい

るが、同年同月の時点では、申立期間①のうち、２年 10 月から３年３月まで

の期間は、時効により保険料を納付することができない期間である。 

   また、申立期間①の一部を含む、ⅰ）平成３年４月から同年９月までの国

民年金保険料は、同年 11 月に、厚生年金保険等加入との理由により、２年４

月から同年９月までの保険料として充当され、残額は還付されていることが、



 

  

オンライン記録により確認できること、ⅱ）申立人の３年４月の国民年金の

被保険者資格喪失の記録は、10 年７月に、３年９月に訂正されていることが、

オンライン記録により確認できることから、申立人が保険料の納付を始めた

とする７年 10 月頃の時点では、当該期間は、国民年金の未加入期間であった

と推認でき、保険料を納付することができない期間であったと考えられる。 

   さらに、申立人の平成４年９月の国民年金の被保険者資格取得の記録及び

７年 11 月の被保険者資格喪失の記録は、同年 12 月に追加されていることが、

オンライン記録により確認できることから、その時点で、申立期間②は、国

民年金保険料の未納期間とされたものと推認でき、その時点では、申立期間

②は、時効により保険料を納付することができない期間である。 

   加えて、申立期間②直後の、平成５年 11 月から７年３月までの国民年金保

険料は、同年 12 月から９年４月までの間に、毎月、過年度納付されているこ

とが、申立人のオンライン記録により確認できる上、申立人が納付したとす

る保険料月額は、５年 11 月から７年３月までの期間当時の保険料月額とおお

むね一致していることから、申立人が納付したのは、当該期間の保険料であ

ったと考えるのが合理的である。 

   その上、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6330 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年３月から 51年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月から 44年３月まで 

             ② 昭和 44年４月から 51年 12月まで 

    私は、昭和 43 年３月に会社を退職した後に、国民年金の加入手続を行っ

ていなかったが、53 年７月から 55 年６月までの間に、国民年金保険料を

遡って納付することができることを知ったので、妻が、区役所で私及び妻

の国民年金の加入手続を行ったと思う。 

    その後、妻が、区役所の窓口で申立期間①及び②の夫婦二人分の国民年

金保険料を遡ってまとめて納付したと思う。 

    申立期間①が未加入とされ、申立期間②の国民年金保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年７月から 55 年６月までの間に、その妻が、区役所で

申立人及びその妻の国民年金の加入手続を行い、その後、その妻が、区役所

の窓口で申立期間①及び②の夫婦二人分の国民年金保険料を遡ってまとめて

納付したと思うと主張しているが、申立人自身は、保険料の納付に直接関与

しておらず、申立期間①及び②の夫婦二人分の保険料を遡ってまとめて納付

したとするその妻から、直接事情を聴取することができないため、当該期間

の保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、昭和 44 年４月である

ことが、申立人が所持している年金手帳及び申立人の特殊台帳により確認で

きる上、オンライン記録でも、申立人が、申立期間①当時に、国民年金に加

入していたことをうかがわせる形跡は見当たらないことから、申立期間①は、

国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができない期間で



 

  

ある。 

   さらに、申立人及びその妻の国民年金手帳記号番号は、昭和 54 年２月に、

連番で払い出されており、その前後の番号が付与された任意加入被保険者の

被保険者資格取得日から、申立人及びその妻の国民年金の加入手続は、同年

３月頃に行われたものと推認でき、その時期は、第３回特例納付の実施期間

中であり、申立期間②は、第３回特例納付により、国民年金保険料を納付す

ることが可能な期間であるが、申立人が主張する、その妻が遡ってまとめて

納付したとする金額は、申立期間②の夫婦二人分の保険料を第３回特例納付

により納付した場合の金額と大きく乖
かい

離している。 

   加えて、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7263 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年 10 月１日から 28 年 10 月１日まで 

    私は、昭和 21 年８月 22 日から 28 年９月 30 日までの期間においてＡ

社に勤務していたはずであるが、同社における厚生年金保険被保険者資

格喪失日が 26 年 10 月１日となっている。申立期間の給与から厚生年金

保険料が控除されていたはずであるので、調査して申立期間を被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社において昭和 28 年９月 30 日まで勤務していたと述べて

いる。 

   しかしながら、申立人がＡ社の後に勤務したＢ社において、申立人と同

日に資格取得している同僚は、「私は同社に昭和 27 年 10 月に入社した。

申立人は私の約１週間後に入社してきたことを記憶している。申立人から、

Ｂ社に入社する前は、Ａ社ではなく、Ｃ県Ｄ市の事業所で勤務していたと

聞いた。」と供述している。 

   また、上記の供述について申立人に確認したところ、申立人は、「昭和

27 年にＡ社のあったＥ県からＣ県へ引っ越して、同年２月頃からＤ市の

Ｆ社でアルバイトとして勤務していた。」と供述している。 

   さらに、申立人が当時Ａ社において勤務していたとして名前を挙げた同

僚３名は、いずれも死亡又は所在不明であり、同社の現在の事業主は、申

立期間当時の資料は保管されておらず不明としており、申立人の申立期間

における勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

   加えて、上記の同僚の供述から、申立人は、申立期間のうち、一部期間

においてＢ社に勤務していたことがうかがえるものの、同社は申立期間に



                      

  

おいては厚生年金保険の適用事業所となっておらず、当該同僚は、「同社

が厚生年金保険の適用事業所になる昭和 28 年 10 月までは、支払われた給

与から厚生年金保険料は控除されていなかった。」と述べている。 

   このほか、申立人は給与明細書を保管しておらず、申立期間における厚

生年金保険料の控除をうかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7264 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年１月 26 日から 36 年３月 15 日まで 

    厚生年金保険の記録によると、母がＡ社Ｂ工場に勤務していた期間の

被保険者記録が欠落している。現在は所持していないが、父の日記に、

母が同社Ｂ工場に勤務し始めた期日の記載があったことを私は記憶して

いる。給与明細書等は無いが、申立期間について、厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の長男が、死亡した申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の元労務担当者の証言から、期間は特定できないものの、申立人が

同社に勤務していたことはうかがえる。 

   しかし、Ａ社は既に解散しており、当時の事業主からの証言が得られな

いため、申立人の厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、上記の元労務担当者は、「申立期間において、申立人は臨時又は

パート従業員であった。Ａ社では、定期採用の正社員は入社と同時に厚生

年金保険の加入手続を行っていたが、中途及び臨時採用者は厚生年金保険

に加入できなかった。従業員の待遇によって、厚生年金保険の加入手続が

異なっていた。」と回答しており、同社では、全ての従業員を入社と同時

に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

   さらに、申立人は既に死亡している上、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において、申立人は、昭和 36 年３月 15 日に被保険

者資格を取得し、50 年６月 30 日に同資格を喪失したことが確認でき、オ

ンライン記録と一致する。 



                      

  

   加えて、申立人は、申立期間において事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等を所持しておらず、

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7265 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年３月１日から７年５月 21 日まで 

    私は、申立期間において、Ａ社Ｂ支店でＣ職として勤務していた。こ

の間、給与から厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、厚生

年金保険の被保険者期間となっていないので、年金記録の訂正をしてほ

しい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＡ社発行の退職金明細書により、申立人が申立期

間において同社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、平成 10 年４月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所で

はないことが確認できる。 

   また、複数の同僚が、「Ａ社は、平成 10 年４月１日から厚生年金保険

の適用事業所になり、それ以前は国民年金及び国民健康保険に加入してい

た。申立期間に給与から厚生年金保険料は控除されていなかった。」と供

述をしている。 

   さらに、申立人の申立期間当時の住所地であるＤ市からの回答により、

申立人は、申立期間を含む平成３年４月４日から７年７月２日までの期間

において、国民健康保険に加入していたことが確認できる上、申立人は、

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる

給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7266 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年９月 20 日から 31 年 10 月 21 日まで 

    私の年金記録を確認したところ、Ａ社Ｂ支店に勤務した期間のうち、

申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。申立期間にお

いては、ほかの支店に転勤や出向した記憶は無く、継続して同社Ｂ支店

に勤務していたので、調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてもＡ社に勤務していたと述べている。 

   しかしながら、Ａ社が提出した申立人に係る従業員名簿（以下「人事記

録」という。）の職歴欄及び異動履歴欄によると、申立人は、昭和 29 年

12 月（日付の記載無し。）に退職し、31 年１月（日付の記載無し。）に

日雇、同年９月 21 日に臨時従業員としての記録が確認でき、申立期間の

うち、29 年 12 月から 31 年１月までの期間における在籍は確認できない。 

   また、上記の人事記録における申立人の退職時期は、昭和 29 年 12 月と

なっているものの、Ａ社は、「昭和 29 年 11 月 10 日現在の全従業員の名

前が記載されている従業員名簿には、申立人の氏名は記載されていな

い。」と回答していることから、申立期間のうち、同年９月 20 日から同

年 12 月までの期間における在籍は確認できない。 

   さらに、上記の人事記録において、申立人は、昭和 31 年１月に日雇、

同年９月 21 日に臨時従業員となった旨が記載され、同年 10 月 21 日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得しているところ、Ａ社Ｂ支店に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿に名前のある同僚１名は「同社には、入社

後、試用期間があり、その期間においては、臨時従業員として扱われてい



                      

  

た。」と述べており、申立人と同じＣ係に所属し、申立人が名前を挙げた

同僚２名は、それぞれその記憶する入社日の約１か月後に資格を取得し、

そのうちの１名は、「入社当初は、臨時従業員であったと思う。」と述べ

ている。 

   加えて、Ａ社は、申立人に係る人事記録及び従業員名簿以外の資料（賃

金台帳、源泉徴収簿等）については、保存期間を経過しているため保管し

ていないと回答していることから、申立人の申立期間における厚生年金保

険料控除について確認することができない。 

   このほか、上記の被保険者名簿における申立人の被保険者記録は、オン

ライン記録と一致しており、申立期間における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7267 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年４月から８年３月頃まで 

    私は、Ｂ市からＣ市Ｄ区に引っ越し、申立期間に、Ｅ駅の近くにある

Ａ社に勤務していたが、厚生年金保険の被保険者期間となっていない。

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社と賃貸契約を結んでいた貸主の証言から、同社が申立人の記憶する

所在地にあったことが確認できることから、期間は特定できないものの、

申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ社は現在の所在地が不明である上、オンライン記録では厚生

年金保険の適用事業所として確認ができず、商業・法人登記簿謄本の記録

も確認できないことから、事業主から証言を得ることができない。 

   また、申立人は、同僚の氏名を記憶しておらず証言を得ることができな

い上、申立期間の雇用保険の記録も無いことから、申立人の勤務実態を確

認することができない。 

   さらに、申立期間は、オンライン記録において国民年金保険料の申請免

除期間となっていることが確認できる。 

   加えて、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給料明細書等の資料を所持しておら

ず、このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認できる関係資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7268 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月１日から 39 年４月１日まで 

    私は、年金記録の確認を社会保険事務所（当時）で行った際に、Ａ社

に勤務していた期間が脱退手当金を支給済みの記録となっていた。Ｂ社

を退職した際に会社から説明があり、脱退手当金を受給したが、Ａ社に

勤務した期間については受給していないので、申立期間の記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に係る脱退手当金は受給していないが、同社の後に勤務

したＢ社については脱退手当金を受給したと述べている。 

   しかしながら、Ａ社における申立人の厚生年金保険被保険者台帳記号番

号は、脱退手当金を受給したとしているＢ社における記号番号と同一番号

で管理されており、当該記号番号はＡ社において厚生年金保険被保険者資

格を取得した際に払い出されたことが確認できる上、申立人に係る脱退手

当金は、Ｂ社及び申立期間のＡ社の被保険者期間を計算の基礎として支給

され、支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理も申立期間を含む脱

退手当金が支給されたこととなっており、不自然な点は無い。 

   また、申立人から聴取しても、申立期間を含む脱退手当金を受給したこ

とを疑わせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7269 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年２月１日から 34 年２月１日まで 

             ② 平成４年 12 月 12 日から５年 12 月頃まで 

    私は、昭和 34 年１月 31 日にＡ社（現在は、Ｂ社）を退職したが、厚

生年金保険の被保険者記録では、33 年２月１日に資格喪失したことに

なっている。 

    また、平成５年 12 月頃にＣ社を退職したが、厚生年金保険の被保険

者記録では、４年 12 月 12 日に資格喪失したことになっている。 

    調査の上、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が名前を挙げた１名の同僚は、連絡先不

明のために照会ができず、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿から、当該期間における被保険者記録が確認できる複数の同僚に照会

したものの、申立人を記憶している者はおらず、申立人の勤務実態及び

厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、Ｂ社は、「当時の資料を保管していないため、申立人の在籍等

を確認することができない。」と回答していることから、申立人の勤務

実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができなかった。 

   申立期間②について、申立人は、同僚２名の名前を挙げているが、オ

ンライン記録において、当該２名は、Ｃ社における厚生年金保険の被保

険者としての記録が確認できない。 

   また、オンライン記録から、当該期間においてＣ社での被保険者記録

が確認できる複数の同僚に照会したものの、申立人を記憶している者は



                      

  

おらず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことができなかった。 

   さらに、オンライン記録によると、Ｃ社は、平成 10 年４月 21 日に厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、同社の事業主に照

会したものの、回答が得られなかったことから、申立人の勤務実態及び

厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   加えて、申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を

所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除

をうかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7270 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年５月 27 日から８年１月５日まで 

    私は、申立期間において、Ａ社のＢ店舗で正社員としてＣ職の仕事を

していたが、厚生年金保険の記録によると、申立期間の被保険者記録が

無い。 

    申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＢ店舗の名刺及びＡ社の事業主の回答から、申立

人が申立期間において、同社のＢ店に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所であった記録は無い上、事業主は、「Ａ社は、厚生年金保険の適用事

業所であったことは無く、申立人の給与から厚生年金保険料を控除してい

なかった。」と回答している。 

   また、申立人から提出された平成４年度市民税・県民税納税通知書に記

載されている「社会保険料小規模共済等掛金」の金額及びＡ社が発行した

平成５年分給与所得の源泉徴収票に記載されている「社会保険料等の金

額」から、申立人は、３年及び５年について、厚生年金保険料を給与から

控除されていなかったことがうかがえる。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していな

い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7271 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年３月 21 日から 42 年３月頃まで 

    私は、昭和 40 年２月 11 日にＡ社に入社し、42 年３月頃までの約２

年間勤務したが、被保険者期間は１か月だけとなっている。申立期間の

被保険者記録が無いので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてもＡ社に勤務していたと述べている。 

   しかしながら、申立期間に、Ａ社の事業所別被保険者名簿に名前の記載

がある同僚 10 名に文書照会したところ、回答があった４名のうち、３名は

申立人のことを記憶しておらず、１名は、「私は、昭和 41 年７月から 42

年６月までが被保険期間となっているが、資格を取得した時期より１、２

年前ぐらいからアルバイトで勤務していた。申立人は、私が入社した時に

は既に勤務しており、また、私より先に退職したと思うが、その時期につ

いては覚えていない。」と回答しており、申立人の申立期間における勤務

実態をうかがわせる供述を得ることができない。 

   また、前記の文書照会した以外の同僚の１名は、申立人と同日に厚生年

金保険の資格を取得した同僚については記憶しているものの、申立人につ

いては、「私は、昭和 42 年の２月頃、Ａ社に入社したが、同年３月頃まで

勤務していたとする申立人のことは知らない。」と述べている。 

   さらに、申立人は、同僚であったか定かではないとしながらも、２名の

男性の姓を挙げているところ、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿に、これ

らの姓の者に係る記載は無い。 

   加えて、申立期間当時の事業主及び社会保険事務を行っていた同僚は既

に死亡していることから、申立期間当時の勤務実態及び厚生年金保険料控



                      

  

除について確認することができない。 

   また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人の厚生年金保

険被保険者資格喪失日は昭和 40 年３月 21 日となっており、オンライン記

録と一致しており、このほか、申立人の申立期間における保険料の控除に

ついてうかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7272 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年３月１日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和 47 年１月にＡ社に入社し、試用期間終了後の同年３月に

社員登用されたと記憶しているが、年金事務所に確認したところ、同社

における厚生年金保険被保険者の資格取得日が同年 10 月１日となって

おり、申立期間が被保険者期間となっていないので、調査の上、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社における上司や同僚等の名前を記憶しておらず、同社の

事業主も、「申立期間当時の資料を保管していないため、申立人に関する

取扱いを確認することができない。」と回答しているほか、申立期間に同

社で被保険者であった複数の同僚に照会したものの、申立人を記憶してい

る者がいないことから、申立人が申立期間において同社に勤務していたこ

とを確認することができない。 

   また、上記の複数の同僚が、「当時、Ａ社では、厚生年金保険の加入に

ついて、試用期間は原則として加入させず、試用期間後は、希望しない者

には加入させない取扱いであった。」と供述しているところ、申立人は、

「申立期間の国民年金保険料を前納していたので、厚生年金保険への加入

を希望しなかった。」と述べている。 

   さらに、申立人から提出された国民年金手帳及びオンライン記録におい

て、申立人は、申立期間を含む昭和 43 年６月 14 日から 47 年 10 月１日ま

で国民年金に加入し、保険料を納付していることが確認できる。 

   加えて、申立人は、申立期間において、給与から厚生年金保険料が控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 



                      

  

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7273（事案 131 の再々々申立て、事案 953 の再々申立

て、事案 4679 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年９月１日から 45 年 12 月 11 日まで 

    昭和 49 年 10 月頃に厚生年金保険被保険者証を紛失したため、Ａ社会

保険事務所（当時）に出向き再交付の申請をしたところ、Ｂ社（現在は、

Ｃ社）に勤務していた期間について脱退手当金が支給されていると言わ

れた。 

    昭和 45 年 12 月にＢ社を退職する際、脱退手当金という制度について

説明を受けたが、年金を受給することを選択したので、当然脱退手当金

を請求しておらず受け取った記憶もないので、申立期間について再度調

査をして厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   当初の申立てについては、ⅰ）申立人が所持する再交付された厚生年金

保険被保険者証には、脱退手当金を支給済みである旨の「脱・Ａ（社会保

険事務所名）」の表記が記されており、申立人の意思に基づかないで脱退

手当金が請求されたものとは認め難いこと、ⅱ）申立人の被保険者名簿に

は、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されていること、ⅲ）

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険資

格喪失日から約１か月後の昭和 46 年１月 22 日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえないことから、既に当委員会の決定

に基づき、平成 20 年８月 25 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

   また、前々回の申立てについては、申立人は、新たな資料等を提出する

ことなく、「脱退手当金の請求手続及び受給について覚えがない。」との



                      

  

従来の主張を繰り返しているが、これは委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情とは認められないほか、委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情も見当たらず、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給してい

ないものと認めることはできないことから、既に当委員会の決定に基づき、

平成 21 年７月 16 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 

   前回、申立人の申立内容は、当時一緒に勤務していたとする２名の同僚

が申立人の脱退手当金の未受給について証言をするというものであるが、

当該同僚に照会したところ、１名は、会社から脱退手当金について説明を

受けたものの、年金受給を選択したとして、退職１か月後から国民年金保

険料を納付し、ほかの１名は、会社からの説明についての記憶は曖昧であ

るが、年金受給を選択したとして退職の翌月から国民年金保険料を納付し

ており、いずれも脱退手当金を受給していないことは確認できるが、この

２名の同僚からは、申立人が脱退手当金を受給していないことをうかがわ

せる供述は得られず、そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情も見当たらないことから、既に当委員会の決定に基づき、平成 22

年 12 月８日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、脱退手当金の受領のために居住地管轄の社会保険事務

所（当時）に行ったことは無く、所在地も知らないため、脱退手当金の受

領方法について銀行振込以外は考えられないとして、当時、申立人が唯一

開設していた銀行口座に脱退手当金の入金記録が無いことから、脱退手当

金を受け取っていないと主張している。 

   しかし、脱退手当金の支給が決定された昭和 46 年１月 22 日当時の脱退

手当金の支給方法は複数あり、申立人の銀行口座に脱退手当金の入金記録

が無いことが、脱退手当金を受給していないことにつながるものではない。 

   そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないもの

と認めることはできない。 

   ところで、年金記録確認第三者委員会は、「年金記録に係る申立てに対

するあっせんに当たっての基本方針」（平成 19 年７月 10 日総務大臣決

定）に基づき、公正な判断を示すこととしており、判断の基準は、「申立

ての内容が、社会通念に照らし『明らかに不合理ではなく、一応確からし

いこと』」とされている。 

   脱退手当金の申立事案は、年金の記録には脱退手当金が支給されたこと

になっているが申立人は脱退手当金を受け取っていないというものである。 

   脱退手当金が支給される場合は、所定の書面等による手続が必要とされ

ているが、本事案では保存期間が経過してこれらの書面等は現存していな

い。 



                      

  

   それゆえ、脱退手当金の支給を直接証明づけられる資料が無い下で、年

金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾が存しないか、

脱退手当金を受け取っていないことをうかがわせる事情が無いかなどいわ

ゆる周辺の事情から考慮して判断をしなければならない事案である。 

   本事案では、年金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な

矛盾は見当たらず、申立人が所持する再交付された厚生年金保険被保険者

証には「脱」表示があり、脱退手当金の支給記録が確認でき、厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 46 年１月 22 日に脱退手当金

の支給が決定されていることなどから、むしろ脱退手当金が支給されてい

ることをうかがわせる周辺事情が存在し、一方で申立人が脱退手当金を受

け取っていないことをうかがわせる周辺事情が見当たらない。 

   したがって、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないも

のと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7274 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年７月１日から７年３月 29 日まで 

    私は、Ａ社において 60 歳定年後再雇用され 65 歳まで勤務した。 

    申立期間当時の給与明細書等は所持していないものの、再雇用後の給

与額に変更は無いにもかかわらず、厚生年金保険被保険者記録によると、

申立期間に係る標準報酬月額が減少しているので、記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においても、それより前の期間と変わらない給与額

であったと述べている。 

   しかし、申立人とほぼ同時期にＡ社において定年後再雇用された複数の

同僚は、給与額について、「10 万円減額された。」又は、「１割減額さ

れた。」と述べている。 

   また、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金における申立期間の標準報酬

月額は､社会保険事務所（当時）の記録と同一であることが確認できる上、

オンライン記録において、遡って標準報酬月額の訂正が行われた形跡も無

い。 

   さらに、Ａ社の元代表取締役は、申立期間に係る給与額や厚生年金保険

料の控除額が分かる賃金台帳等の資料を保管していないことから、申立人

の申立期間に係る報酬月額及び保険料控除額について確認することができ

ないと回答している。 

   このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た



                      

  

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7275（事案 5979 の再申立て） 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年４月 28 日から同年９月 16 日まで 

             ② 昭和 34 年９月１日から 39 年１月 15 日まで 

    私は、脱退手当金を受け取った覚えは全くないので、再度調査をして

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

    また、支給手続が会社の代理請求により行われたというのであれば、

そもそも会社の担当者が脱退を促すような説明をすること自体納得がい

かず、着服等も考えられるので、私が脱退手当金を受け取ったという証

拠を確認するか、当時の事務担当者と直接話をするなど納得のいく説明

を求める。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿（以下｢被保険者名簿｣という。）の申立人が記載されてい

るページとその前後５ページに記載されている女性 61 名のうち、申立人

の資格喪失月である昭和 39 年１月の前後２年以内に資格喪失した者 10 名

の脱退手当金の支給記録を調査したところ、９名について脱退手当金の支

給記録が確認できるとともに、申立人は、退職時に事務担当者から脱退手

当金について説明を受け同意したと供述している上、支給記録のある同僚

のうち１名は、事業主による代理請求があった旨の証言をしていることを

踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求が

なされた可能性が高いものと考えられること、ⅱ）申立人の被保険者名簿

の申立人の欄には、脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示

が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤

りは無く、厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の同年６月

18 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ



                      

  

ないことなどから、既に当委員会の決定に基づく平成 23 年６月 29 日付け

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、Ａ社の退職時に事務担当者の説明をよく理解しないま

まに厚生年金保険をやめると返事をしたことは認めるものの、そもそも会

社の担当者が脱退を促すような説明をすること自体納得がいかず、脱退手

当金を受け取った記憶は一切ないことから着服等も考えられるので、申立

人自身が受領したことを確認できる領収書等の書類の提示を求めるとして、

再度申し立てているが、これは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情とは認められない。 

   ところで、年金記録確認第三者委員会は、「年金記録に係る申立てに対

するあっせんに当たっての基本方針」（平成 19 年７月 10 日総務大臣決

定）に基づき、公正な判断を示すこととしており、判断の基準は、「申立

ての内容が、社会通念に照らし『明らかに不合理ではなく、一応確からし

いこと』」とされている。 

   脱退手当金の申立事案は、年金の記録には脱退手当金が支給されたこと

になっているが申立人は脱退手当金を受け取っていないというものである。 

   脱退手当金が支給される場合は、所定の書面等による手続が必要とされ

ているが、本事案では保存期間が経過してこれらの書面等は現存していな

い。 

   それゆえ、脱退手当金の支給を直接証明づけられる資料が無い下で、年

金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の矛盾が存しないか、脱退手

当金を受け取っていないことをうかがわせる事情が無いかなどいわゆる周

辺の事情から考慮して判断をしなければならない事案である。 

   本事案では、改めて年金記録の真実性を疑わせるような記録内容の矛盾

や脱退手当金を受け取っていないことをうかがわせる事情が無いか再検討

を行ったが、申立人の資格喪失月である昭和 39 年１月の前後２年以内に

資格喪失した者 10 名の脱退手当金の支給記録を調査したところ、９名に

ついて脱退手当金の支給記録が確認できること、支給記録のある同僚のう

ち１名は、事業主による代理請求があった旨の証言をしていること、申立

人の被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されたことを意味

する「脱」の表示が記されていること、厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約５か月後の同年６月 18 日に支給決定されていることなどから、一

連の事務処理に不自然さはうかがえず、年金の記録の真実性を疑わせるよ

うな記録内容の矛盾が無いばかりか、むしろ脱退手当金が支給されている

ことをうかがわせる周辺事情が存在し、一方で、申立人が脱退手当金を受

け取っていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   したがって、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないも

のと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7276 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年５月１日から 46 年３月１日まで 

    私は、昭和 45 年３月に高校を卒業後、Ｂ社に就職したが、すぐに退

職し、自宅近くのＡ社の事業主の面接を受け、同年５月１日から同社に

勤め始めた。50 年３月末に子育てに専念するため退職したが、勤務し

た期間のうち、46 年３月１日から 50 年４月１日までの期間しか厚生年

金保険被保険者の記録が無い。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤

務していたことは推認できる。 

   しかし、複数の同僚は、「Ａ社の開設当時、全ての事務処理を事業主夫

婦が行っていた。厚生年金保険の加入については雇用形態や職種によって

異なる扱いがあった。」と供述している。 

   また、事業主は、Ａ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格取

得確認および標準報酬決定通知書に記載されている申立人の被保険者資格

取得日が昭和 46 年３月１日であることから、申立期間については給与か

ら保険料を控除していないと回答している。 

   さらに、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿において、申立人のＡ社

における被保険者資格取得日は、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票及びオンライン記録と一致している。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7277 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年 10 月頃から 24 年２月頃まで 

    私は、昭和 20 年９月に大学を卒業し、同年 10 月頃にＡ社（現在は、

Ｂ社）に入社し、同社Ｃ支店でＤ業務を行っていた。入社から１年後ぐ

らいに建物が進駐軍に接収された後は、Ｅ部所属として以前と同じ業務

を行い、24 年２月頃まで勤務していた。申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社Ｃ支店に係る詳細な記憶から、期間は特定できないものの、

申立人が同社Ｃ支店に勤務していたことは認められる。 

   しかし、Ｂ社が保管する退職者名簿において申立人の氏名は見当たらず、

申立人が同僚として氏名を挙げた複数の同僚は、退職者名簿には氏名の記

載があるものの、オンライン記録及び健康保険厚生年金保険被保険者名簿

では、申立期間においてＡ社で厚生年金保険の被保険者であった形跡が見

当たらない。 

   また、Ｂ社は、申立期間当時にＡ社Ｃ支店に勤務していた従業員を厚生

年金保険に加入させていたかは不明であると回答している。 

   さらに、申立人が勤務していたとする建物は、昭和 21 年６月 30 日に進

駐軍に接収されているところ、申立人が氏名を挙げた同僚は、上記退職者

名簿から、同年７月 16 日にＡ社を退職となっていることが確認できる上、

厚生年金保険記号番号払出簿及び旧台帳から、接収後の建物を管轄してい

るＦ渉外労務管理事務所において、進駐軍の従業員に社会保険制度が適用

されるようになった 24 年４月１日に被保険者資格を取得していることが

確認できる。 



                      

  

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間について、厚生年金

保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7278 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月１日から５年 11 月 30 日まで 

    私が代表取締役であったＡ社の厚生年金保険の被保険者記録において、

申立期間の標準報酬月額が低く変更されている。申立期間当時は、会社

の経営が大変厳しく厚生年金保険料を滞納したことはあったが、先日付

小切手による分割払で全て納付した。標準報酬月額は変更したことは無

いので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報

酬月額は、当初、平成２年４月から４年９月までは 53 万円と記録されて

いたところ、同年６月８日付けで９万 2,000 円に引き下げられ、同社が厚

生年金保険の適用事業所でなくなった日（５年 11 月 30 日）より後の同年

12 月 24 日付けで、４年１月から５年 10 月までが９万 2,000 円から８万

円に引き下げられていることが確認できる。 

   しかし、Ａ社の閉鎖登記簿謄本の役員欄から、申立人は、申立期間当時、

代表取締役であったことが確認できる。 

   また、申立人は、二度にわたる標準報酬月額の訂正の届出について関与

していないと主張しているものの、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった経緯について、申立期間当時、会社の経営は大変厳しく保険料の

滞納があったため、先日付小切手で分割納付後、一時休業を考え健康保険

厚生年金保険適用事業所全喪届を提出したと供述している上、同社の社会

保険事務手続は全て自身で行っていたと述べていることから、申立人が、

当該標準報酬月額の減額処理に関与していなかったとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人が、二



                      

  

度にわたる自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、その処理が有

効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、

厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7279 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年６月１日から 48 年３月 26 日まで 

    私は申立期間において、Ａ社でＢ職として勤務していたが、厚生年金

保険の被保険者記録が無いので、調査の上、申立期間を厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＡ社の後に勤務したＣ社の保管する社員名簿及びＢ職員台帳の

申立人に係る前歴欄にＡ社勤務の記載が確認できること、及び申立人の具

体的な記憶から、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務してい

たことは推認できる。 

   しかし、Ａ社は「当時の書類を保管していないため、申立人の勤務実態

及び厚生年金保険料控除について不明である。」と回答している。 

   また、申立人が同じＢ職として名前を挙げた同僚２名は、申立期間にお

いて、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者となっていない上、別の同僚が名

前を挙げた従業員も同社に係る厚生年金保険被保険者となっていないこと

から、当時、同社では厚生年金保険に加入していない従業員がいたことが

うかがえる。 

   さらに、国民年金被保険者台帳によると、申立人は、昭和 45 年 12 月

18 日から 48 年５月 21 日までの期間、国民年金に加入し、保険料を納付

していることが確認できる。 

   加えて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


